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 秋 場 弘 昭 生 涯 学 習 課 長   

 

◎ 議 事 日 程 

 

       令和７年６月９日（月） 午前９時開議 

 

 議事日程第２号 

   日程第１   一般質問 

                                         散  会  

 

◎ 本日の会議に付した事件 

       議事日程第２号のとおり 

 

◎ 開   議 

                  午前９時 

○丹野貞子議長 おはようございます。 

   本日の欠席通告議員はありません。 

   ただいまの出席議員数は14名であります。

定足数に達しておりますので、直ちに本日の

会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

○丹野貞子議長 日程第１、一般質問を行います。 

   本定例会における一般質問の通告者は10名

であります。質問の順序については、お手元

に配付のとおりであります。 

   １番目は７番奥山英幸議員、２番目は９番

佐藤修二議員、３番目は３番林智議員、４番

目は13番吉田芳美議員、５番目は10番鈴木英

友議員、６番目は12番細矢誓子議員、７番目

は８番安達智勇議員、８番目は６番木村章一

議員、９番目は５番安孫子真弥議員、10番目

は11番石垣光洋議員、以上のとおり決定して

おります。 

   本日は、10番鈴木英友議員までとします。 

   順序に従い、一般質問を進めてまいります。 

   一般質問の時間は、答弁を含めて60分であ

ります。終了５分前に振鈴で知らせ、60分で

打ち切ります。 

 

                  質 問 通 告 書 

                令和７年６月河北町議会定例会 

質問者氏名 質 問 事 項 質  問  要  旨 

 ７番 奥山英幸議員 １ 山形県立谷地高

等学校について 

⑴ 令和７年度の山形県立谷地高等学校入学生が４

０名となったことについての受け止めを伺う。 

⑵ 昨年度と今年度の山形県立谷地高等学校への施

策の違いと特徴は何かを伺う。 

⑶ 令和８年度より国の方針により私立の高等学校

への支援が拡充されることから、谷地高等学校へ受

験する中学生が減少する可能性があるが、現段階で

の中学生受験者確保の見解を伺う。 
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⑷ 令和６年度より山形県立谷地高等学校が県外か

らの入学者の募集を開始しているが、昨年度の取り

組みを踏まえ、今年度は町としてどのように支援し

ていくのか伺う。 

２ 河北中学校部活

動の地域クラブへ

の移行について 

⑴ 国の方針、施策は全国各自治体同様であるにも関

わらず、地域移行以降の進捗に差が生じている。本

町の取り組みに関して、当局としてはどう捉えてい

るか伺う。 

⑵ 山形県を介し、国へ地域クラブ活動移行に向けた

実証に関する補助金を申請しなかったのはなぜか

伺う。 

⑶ 現時点での文化部を含む部活動から地域クラブ

への移行する動き、想定する地域クラブ数を伺う。 

３ 本町の観光産業

について 

⑴ 今年度のインバウンドツーリズム事業の目標、狙

い、目指している姿を伺う。 

⑵ 本町のインバウンドツーリズムは、国籍や年齢な

どターゲット層はどこを考えているのか伺う。 

⑶ 今後の事業政策を策定するにあたり、観光客のデ

ータ分析が必要と考えるが見解を伺う。 

 ９番 佐藤修二議員 １ 遊休農地対策に

ついて 

⑴ 遊休農地の状況について 

⑵ 遊休農地の現況をふまえたうえでの、これまでの

町の対策及び今後計画している町の対策について 

⑶ 先進事例に関する町の考えについて 

２ 河北町独自の減

税について 

⑴ 物価高騰で苦しい生活をしいられている町民の

為、都市計画税の税率を下げるべきと考えるがどう

か。 

 ３番 林  智議員 １ 町として、文化

財の指定を積極的

に行い、特別交付

金等の活用を合わ

せながら文化財の

保存と地域活性化

をはかる事につい

て伺う。 

⑴ 現時点での町指定文化財の件数、その内訳、そし

て未指定ながらも指定に向けた候補の文化財の把

握状況について伺う。 

⑵ 現在、本町では文化財指定に伴う特別交付税の交

付をどのように活用しているのか。また、今後さら

に指定を推進することで特別交付税の対象を拡大

し、文化財の保存、活用につなげる事についてどの

様に考えているのか伺う。 

⑶ 文化財を活かした地域活性化と、交付税措置の効

果的な施策活用として、指定された文化財を活用

し、地域の観光資源や教育・交流の場として発展さ



 - 32 -

せていくにあたり、特別交付税や新しい地方経済・

生活環境創生交付金を活用した新たな施策展開と

いう考え方について伺う。 

２ 児童生徒が屋外

で活動する際の紫

外線からの目の保

護について、健康

リスクと教育的配

慮の観点からサン

グラスの着用の推

進について伺う。 

⑴ 紫外線量の増加が児童の目に与える影響につい

て、町教育委員会としてどのように認識している

か。また、白内障や緑内障などの将来的なリスクに

ついての見解はどの様に捉えているのか伺う。 

⑵ 紫外線が目に入ることで肉体的疲労や集中力の

低下が生じることについて、学校での活動や家庭で

の活動への影響をどのように捉えているか伺う。 

⑶ 町内小中学校でのサングラス使用に関する現状

はどうなっているか。教育的配慮としてプール活動

時のゴーグル着用と同様に「健康を守る合理的配

慮」と位置づけし、児童生徒及び保護者・教職員へ

の啓発を進め、「サングラス＝特別なもの」ではな

く「自らの健康を守る日常的な道具」として認識さ

せる健康教育の充実を図るべきと考えるが、町とし

ての考えを伺う。 

３ リニューアルオ

ープンした河北町

児童動物園の運営

体制等について伺

う。 

⑴ トイレの開放時間について、特に夕方午後５時以

降も子どもたちが遊んでいる実態を踏まえた柔軟

な運営が検討できないか。また、安全性を確保しな

がら夜間利用可能とするための対策として、トイレ

の外部扉の開放について防犯カメラ等を活用しな

がら講じる考えはあるか伺う。 

⑵ 来園者が多く予想される時期において、園内にお

けるインフォメーション業務をどの様に捉えてい

るのか。インフォメーション業務をとおして、町内

への来園者の誘導が町産業の活性化につながると

考えるが今後の対応について伺う。 

⑶ 新たな施設の運営に伴い展示の内容や運営の形

態が変更されたことにより勤務スタッフの負担が

増えているようだが、スタッフの負担の軽減や、勤

務体制について今後の対応について伺う。 

１３番 吉田芳美議員 １ 会計年度任用職

員の公募方法の見

直しについて 

⑴ 公募の対象となる現職の会計年度任用職員にと

って、採用可否の通知を待つまでの間、不安やスト

レスを感じていることへの行政認識について 

⑵ 国では公募によらない任用も可能とする動きも
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あり、近隣市では既に専門職の任用方法から検討と

あり河北町行政の考え方を伺う。 

⑶ 任用職員のモチベーションやスキル向上に向け

れどものような計画を立て実践しているのか伺う。 

２ サン・コーポラ

ス河北(定住促進

住宅)の住環境に

ついて 

⑴ リノベーション物件の状況と今後の当事業の方

向性について 

⑵ 外国人・入居者の実態と今後の方向性、及び、生

活指導体制について 

⑶ 駐車場の除雪経費を行政負担で行うことについ

て 

３ 西村山地域の

「新病院建設」候

補地絞り込みに関

する、その後の動

きについて 

⑴ 新病院建設地は、県立河北病院を含め７箇所から

絞りこまれ、令和７年度中に１箇所に決定する計画

と聞いているが、現時点での動きはないのか伺う。 

１０番 鈴木英友議員 １ 河北町児童動物

園をより良い施設

とするための追加

整備等について 

⑴ かほくまなび館ずーいくのトイレ利用時間につ

いて伺う。 

⑵ かほくまなび館ずーいくの南側側面鋼板の安全

対策について伺う。 

⑶ 時計の設置についてどのように考えているか伺

う。 

⑷ ふれあい広場に動物たちの日よけ場所を設置し

てはどうか伺う。 

⑸ 放鳥舎の今後の見通し、対策について伺う。 

２ 児童動物園、ど

んがホール、河北

中央公園を核とし

たまちなか賑わい

エリアの創出につ

いて 

⑴ 児童動物園のリニューアルを機に、まちなかの各

施設のＰＲの強化や、賑わいづくり、魅力度アップ

のためのアクションを加速させるべきではないか。 

⑵ 多くの人が来たくなる、利用したくなる、河北中

央公園の魅力づくりについて 

１２番 細谷誓子議員 １ 町内在住の外国

人が安心して暮ら

せる環境の構築に

ついて 

⑴ 本町に居住している外国人の生活実態について、

また、どのような事に不安を持っているかについて

把握しているのかを伺う。 

⑵ 本町の学校に通う外国人の子供の教育支援につ

いて伺う。 

⑶ 本町に居住している外国人の就労支援について

伺う。 
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⑷ 地域住民と共生できるシステム構築の状況につ

いて伺う。 

⑸ 生活しやすい環境整備と災害時の対策はどのよ

うに考えられているのかを伺う。 

⑹ 交流機会の創出や情報発信の取り組み状況につ

いて伺う。 

 ８番 安達智勇議員 １ ２０２５年度か

ら始まった帯状疱

疹ワクチンの定期

接種の流れ、また

任意接種への助成

について 

⑴ 本町における帯状疱疹ワクチンの定期予防接種

の対象者、接種回数、個人負担金などの助成の流れ

について伺う。また、帯状疱疹ワクチンの効果と今

後の課題について伺う。 

⑵ 帯状疱疹は、早期治療で痛みの緩和や後遺症を防

げるといわれている。早期発見・早期治療を促す啓

発ポスターの掲示など、さらなる周知について伺

う。 

⑶ ５０歳以降の帯状疱疹の感染予防と重症化を防

ぎ、健康を維持するために、帯状疱疹予防接種(任

意接種)費用の一部助成の考えについて伺う。 

 ６番 木村章一議員 １ 第８次河北町総

合計画後期基本計

画のための町民ア

ンケートによれ

ば、小中一貫校や

小学校の１校統合

が町民の願いでは

ない。特に求めら

れているのは魅力

ある働く場所や、

交通アクセス、地

域の公共交通の確

保などで、その実

現に全力を注ぐべ

きではないか。 

⑴ 第８次河北町総合計画の後期基本計画のため

の、まちづくり町民アンケートによれば、小中一

貫校や小学校の１校統合などを、町民は求めてい

ないのではないか。 

⑵ 町民からは魅力ある働く場所、交通アクセス、

地域の公共交通の確保などが、以前から強く求め

られており、そのために河北町の全力をあげ、創

意工夫もして取り組むべきことではないか。 

⑶ 地域で町民の意見を聞いた時や、パブリックコ

メントでも、小中一貫校や小学校の１校統合は少

数意見であった。小・中学校のあり方については、

全町民アンケートで意見を聞いてから、方向を定

めるべきではないか。 

２ 水害防止の対策

が遅れている溝延

堤からの排水、田

井の内水対策、荒

小屋の排水ポンプ

⑴ 溝延地区の輪中堤の内水として、柏川の最大流

下水量は昭和６３年の水路設計で１９５トン/分

とされている。現時点の想定で、どこにどのよう

な排水ピットと排水ポンプ、そしてポンプの搬入

路などを準備すべきか、早急に調査と対策を進め
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場の能力向上など

について、調査と

対策を急ぐべきで

はないか。 

るべきではないか。 

⑵ 田井地区では、２０２０年７月豪雨の水位に対

応できる、槙川の管理道路の設計が進められよう

としているが、それでも溜まる内水対策として、

田井地区の低いところで使える、可搬の排水ポン

プを準備すべきではないか。 

⑶ ２０２０年７月豪雨の際に荒小屋地区では、排

水ポンプ場の吐出水槽の上端から水があふれ出

し、せっかく補強された白水川堤防が無駄になる

差し迫った状況だった。吐出水槽を２．５ｍほど

かさ上げすべきではないか。 

 

 ５番 安孫子真弥議員 １ 不要になったリ

チウムイオン電池

等の回収について 

⑴ 環境省から通知が出されたことに対する本町の

対応について 

⑵ リチウムイオン電池等による火事が発生した際

に掛かる費用と、リチウムイオン電池等を自治体

が回収するのに掛かる費用との比較について 

２ 害獣が市街地に

出没するなど、緊

急時における地域

住民への周知方法

等について 

⑴ 現状の課題と今後の展望について 

⑵ 鳥獣保護管理法への対応について 

⑶ 主要道路などにおける防犯カメラの設置につい

て 

１１番 石垣光洋議員 １ 教育に関わる経

済的負担の軽減等

に対する町の考え

について 

⑴ 保護者の費用負担に対する支援の考えについて 

⑵ 小中学校の教材の整備状況について 

２ 河北町の自殺対

策について 

⑴ 河北町の現状と取組みについて 

⑵ 子ども・若者への取り組みについて 

 

○丹野貞子議長 それでは、一般質問に入ります。 

   最初に、７番奥山英幸議員の一般質問を行

います。 

   「７番奥山英幸議員」 

○７番（奥山英幸議員） おはようございます。 

   質問通告書に順じ、大枠３点、10項目の質

問をさせていただきます。 

   最初に、山形県立谷地高等学校について伺

います。 

   令和７年度入学者数が40名となり、３年生

が34名、２年生が54名であることから谷地高

等学校の全生徒数は128名となり、全体を鑑み

ると、各学年80名の定数、総計240名の定数に

対して112名の定数割れが起きている状況と

なりました。各学年とも定数割れではありま

すが、特に、今年度は山形県内の少子化が進

んでいる影響もあり、公立の高等学校は軒並

み定数割れが起こり、今後も同様な傾向が考
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えられますが、実際に定数割れを起こしてい

ない公立高校も存在していることも事実であ

ります。 

   なお、県内の公立の高等学校で令和７年度

の入学者定数割れが起きていない学校は全日

制40校中６校で、うち５校は山形市内の高校

でした。最も入学志願者数の比率が高いのは

山形市立商業高等学校で、複数の学科定数を

上回った唯一の学校であり、非常に人気のあ

る学校であることを改めて認識したところで

あります。 

   実際、山形商業高等学校在学生の保護者の

複数の方に話を聞く機会があり、お子さんが

進学した理由は何かを伺ったところ、卒業後

の進路選択肢が、ほかの高校よりコネクショ

ンが多くあり、進学・就職にも有利なようだ

との話を伺いました。 

   また、山形商業高等学校の在学生にも、約

30名に志望した理由を聞いてみると、自分の

学力に合っている、部活と学業の両立ができ

そう、学食があった、校舎・施設が新しいな

どの理由が挙げられましたが、多くは大学へ

の進学が有利、卒業後の進路が多い、将来の

夢の実現、資格の取得がよいなど、進学や就

職、将来の夢に関する理由が多い状況でした。 

   昨年12月定例会の一般質問でも、山形県立

谷地高等学校でどのようにして中学生受験者

から選んでいただくのかを伺いましたが、令

和６年度当時の入学生が55名であったため、

募集定数を規定数より多く入学されたことも

あり、今年度の募集定数の減少は免れました

が、また大幅な入学者数の減少に転じないた

めに、どのように中学生受験者にＰＲされた

のか、各中学校を訪問したときの手応えはど

うだったのかと伺い、昨年度よりは多くの中

学校に赴きＰＲ活動を行った旨の答弁が教育

長からありましたが、残念ながら今年度は昨

年度より15名少ない40名の入学者となりまし

た。 

   谷地高等学校は、山形県立のために本町主

導で運営を行うことはできませんが、これま

でも高校側と本町が連携し、産学官連携や各

種事業の運営協力など、本町にとって非常に

重要で欠かせない存在であり、これからもま

すます谷地高生の活躍が期待されるのではな

いかと考えられるのと併せ、本町の施策の一

つに谷地高等学校への支援が行われている以

上、高校側との連携強化をさらに図り、少子

化が進む山形県において、中学生受験者から

いかに谷地高等学校を選んでいただくかに注

力することが必要なのではないでしょうか。 

   国の施策で今年度から公立高校への授業料

無償化が全家庭へ支援対象が拡充となり、私

立の高校も2026年から支援が拡充されます。

東京都、大阪府では、独自に公立・私立への

高校無償化を制度化、実施した結果、東京都、

大阪府の公立高校は、軒並み定数割れとなっ

ているようです。 

   このことを鑑みると、次年度の谷地高等学

校の入学者数を確保するには、少し角度を変

えてアプローチを行う。また、山形商業高等

学校の在学生の保護者の方や在学生の話から

も、中学生からの憧れなどではなく、谷地高

等学校へ進学することにより、希望する大学

や就職先へ進めることが描けるイメージを強

く抱けることが重要なのではないでしょうか。 

   また、昨年度から、県外からの入学者募集

を開始、昨年度はゼロ人でしたが、今年度の

県内高校の入学状況を鑑みると、今年度中に

は、県外からの大勢の入学希望者を見いだす

ことも必要なのではないでしょうか。県外か

ら生徒を受け入れることは、県外から来る生

徒のために住むところ、食べることをサポー

ト、特に住むところは、町として準備を整え

ておかなければ、高校側も強く希望者に谷地

高等学校への進学を促すことはできないので
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はないでしょうか。準備を万全に整え受入れ

体制を確立することが、本町として行わなけ

ればならないと考えますが、いかがでしょう

か。 

   以上を踏まえ、４点質問いたします。 

   １点目、谷地高等学校への今年度の入学者

数が40名となったことへの受け止めを伺いま

す。 

   ２点目、谷地高等学校へ本町の支援は６点

ほど行われておりますが、今年度は、昨年度

との違いはあるのか。ある場合は、どのよう

なものとなるのかを伺います。 

   ３点目、令和８年度より国の施策で私立の

高等学校への授業料無償化が拡充されること

により、谷地高等学校へ受験する中学生が減

少する可能性があるが、現段階での中学生受

験者確保の見解を伺います。 

   ４点目、令和６年度より山形県立谷地高等

学校が県外からの入学者の募集を開始してい

ますが、昨年度の取組を踏まえ、今年度の支

援を町はどのように行っていくのか伺います。 

   次に、河北中学校の部活動地域移行につい

て伺います。 

   急激な少子化、教員の働き方改革として、

国の方針により令和４年度より進められ、令

和５年度から本年度までの３年間を改革推進

期間として可能な限り早期の部活動地域移行

を目指すとし、令和８年度からは、実行期間

として中学校の部活動が地域に移行されます。 

   まずは、休日の部活動地域移行を整備し、

推進、平日も環境整備が進められ、準備が整

い次第、平日も地域移行推進、部活動自体の

活動が将来的になくなることが想定されます

が、地域移行の環境整備や進め方は各自治体

に任せられており、自治体により既に部活動

自体が切り離されている自治体がある一方、

全く地域移行が進んでいない自治体もあるよ

うです。 

   山形県内の自治体では、鶴岡市や酒田市な

どの庄内地方の部活動地域移行は既に行われ

ており、隣の寒河江市では、８月以降、休日

の部活動が停止し地域移行がスタート、また、

新庄市や最上地方も進んでいるとのことです

が、本町は、一部の部活動は地域クラブへの

移行が進んでいるものの、大半はまだ受皿と

なる団体が定まっていないのが実情です。 

   丁寧に進めているのかとは思いますが、停

滞しているのではないかとも取れる状況です

が、令和８年度には、河北中学校は、休日の

部活動が活動停止になることが決定している

以上、河北中学校の生徒が休日に希望する活

動を行えるよう、行政としては、前面に立た

ずに後方支援としてバックアップを強化、受

皿となる団体を確立することを促すことも必

要なのではないでしょうか。 

   また、現在、国の方針で部活動地域移行を

実施するに当たり、実証期間として地域の受

皿が活動の軌道に乗ることを目的に、経済的

支援も積極的に行っており、今年度は実証事

業補助金として全体で47億円を予算化、山形

県内の自治体は24市町村が申請しているとの

ことで、全国でも山形県は、申請した自治体

比率は４番目に高いとのことですが、申請さ

れた金額総額は約１億円とのことで、各自治

体により金額にはばらつきがあるものの、こ

のような補助金を活用し、積極的に地域移行

を進める自治体がある一方、本町は、実証事

業の補助金は申請などしておらず、受益者負

担であることは重々承知しておりますが、部

活動自体、各家庭の金銭的負担はあまりない

ことを考慮すると、地域移行の活動を軌道に

乗せるためにも、経済的な支援も必要かと思

います。申請していない理由は様々あるかと

思いますが、地域移行へ受皿となる地域クラ

ブが一つでも確立しているのであれば、経済

的負担を軽減し、持続可能な地域クラブの確
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立のためにも、受益者負担と同時に経済的な

支援を行うことも必要かと考えますが、いか

がでしょうか。 

   以上を踏まえ、３点質問いたします。 

   １点目、国の方針・施策は、全国各自治体

共通ではあるが、地域移行の進捗に差が出て

います。本町の取組に関して、当局はどのよ

うに捉えているのか伺います。 

   ２点目、山形県を介し、国へ地域クラブ活

動への移行に向けた実証に関する補助金を申

請しなかったのはどのような理由か伺います。 

   ３点目、現時点で令和８年度に向け部活動

が移行する動きは、受皿となる地域クラブの

発足の動きなど、どのくらい動きがあるのか。

また、発足する動きの中で想定される地域ク

ラブ数はどの程度想定しているのか伺います。 

   次に、本町の観光産業について伺います。 

   本町のにぎわいづくりの観点から、多くの

町外の方が本町に訪れていただき観光をいた

だくことは、非常に重要な施策の一つである

ことは認識しており、本年度は、魅力発信事

業を強化し、インバウンドツーリズムにつな

げていくことを行っていくのではないかと思

います。 

   特に、観光で訪れた際には、多くの町内事

業者を利用、飲食や物品購入をすることによ

り町内事業者の経済を動かすきっかけづくり

をするための仕掛けが必要かと考えられます

が、国の施策である地域活性化起業人制度を

活用し、三大都市圏にある民間企業からイン

バウンドツーリズムに精通した方が派遣され、

本町の事業強化を図ることが計画されている

ことから、本年度は、例年になく観光産業を

強く推し進める、チャレンジするものと認識

しております。 

   他市町村では、行政が主体ではありません

が、国外の方を尾花沢の銀座温泉や蔵王の樹

氷などの県内の観光地にバスで案内送迎、宿

泊時は地元に戻り宿泊していただき飲食や物

品を購入、地元の経済を回す仕組みづくりを

行っているところもあります。 

   本町も観光資源は様々ありますが、国内外

から多くの方が訪れる、また、地域経済の活

性化を促進するためにも、ビジョンを掲げ、

目標を明確にし、事業政策を実行することが

有効であると考えますが、いかがでしょうか。 

   以上を踏まえ、３点質問いたします。 

   １点目、今年度のインバウンドツーリズム

事業の目標、狙い、目指している姿はどのよ

うなものなのか、特に数値目標などを設定す

るのか伺います。 

   ２点目、本町のインバウンドツーリズム事

業は、国籍、年齢などターゲット層はどこを

考えているのか伺います。 

   ３点目、事業政策の観点から観光客の国籍

や年齢、性別などを集計し、データ分析など

が必要と考えるが、見解を伺います。 

   以上、再質問を留保し、質問をさせていた

だきます。 

○丹野貞子議長 ７番奥山英幸議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 おはようございます。 

   ７番奥山英幸議員の一般質問にお答えいた

します。 

   最初に、山形県立谷地高等学校についてお

答えいたします。 

   まず、１点目、今年度の谷地高校の入学生

が40名となったことについての受け止めにつ

いて申し上げます。 

   議員からもありましたが、令和７年度では

40名の入学者でありました。全校生徒は128

名という状況であります。合格者数自体は41

名であったことから、１年生は２クラスでの

編成ということで今進んでおります。 

   生徒募集についてでございますが、入学者
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数の傾向、これは高校全般に言えることです

けれども、隔年減少というのがあるというこ

と、そしてまた、少子化や高校授業料の無償

化、こういった社会の流れの中で私学志向が

続いております。そういった中で、特に山形

市以外の周辺部の公立高校では、生徒数を増

やすのは、なかなか厳しい状況にあるという

ことは事実であります。そう受け止めており

ます。 

   このような状況の下、町といたしましても、

谷地高校と連携しながら入学者数の増加に向

け独自の支援策、そして、近隣の中学校を訪

問し、魅力をＰＲするなどの対策を講じてま

いりました。今後とも、先ほど申し上げまし

た状況の中で谷地高校としての魅力づくりを

支援し、その魅力を発信していく必要性は高

まっていると認識しております。 

   次に、２点目、昨年度と今年度の谷地高支

援策の施策の違い、特徴について申し上げま

す。 

   町では、谷地高校に対して通学支援、お昼

の楽弁（らくべん）支援事業など６つの支援

事業を行っております。 

   そのうち昨年度から実施いたしました事業

といたしましては、学習支援ソフトの使用料

の支援、それと、町内の店舗で使用可能な就

学応援券の給付事業が新たなものでございま

す。学習支援ソフトにつきましては、生徒の

個人学習のサポートに加えまして、学校と生

徒、保護者との連絡用ツールとしての利用も

可能でございます。校務の面での支援にもつ

ながっていると伺っております。修学応援券

給付事業につきましては、実に99％の高い使

用率となっております。 

   今年度もこの６つの支援事業を継続するこ

とで、谷地高校に入ってよかったと思ってい

ただけるよう、谷地高校での高校生活への支

援、そして、その声が広がっていくことへつ

ながることによってより多くの生徒に谷地高

校を志願していただけるよう、今後とも町と

して谷地高校とより一層連携の上、支援を継

続してまいります。 

   今年度の新しい取組といたしましては、産

学官連携事業として、これは令和３年度から

取り組んでおりますが、「かほく探求実践プ

ロジェクト」をより一層充実していくために、

新たに産学官連携コーディネーターを設置い

たしまして、若者の視点による地域探求活動

を支援し、地域との連携について進めてまい

りたいと考えております。 

   さらに、県外からの募集に伴い、県外生受

入れ事業として朝食の支援事業、あるいは住

宅ということで賃貸住宅等、これは下宿も含

みますけれども、費用支援事業を予算化させ

ていただいております。残念ながら本年４月

には、県外からの入学者はなかったところで

ございますけれども、県外募集への支援のベ

ースとしてこれから進めていく必要があると

考えております。 

   ３点目の令和８年度より国の私立高校への

支援が拡充することによって谷地高校の受験

者数についても減少する可能性があるが、現

段階での受験者確保への見解について申し上

げます。 

   国の制度改正により、本年度から公立高校

では授業料支援の所得制限が撤廃され、完全

無償化となります。また、私立高校につきま

しても、来年度から支援額が引き上げられる

とともに、所得制限が撤廃される予定となっ

ております。私立高校の授業料が無償化され

ることで、進学先の選択肢が広がるというメ

リットがあると考えられます。一方で、今後

予測される公立高校離れは、全国的な課題と

言われております。事実、先行事例といたし

まして、大阪府では公立高校の約半数、東京

都では都立高校の４分の１が定員割れとなっ
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ている状況であります。同様の状況が全国的

に予想されます。そういう中で受験者数確保

のためには、公立高校の魅力を維持するため

の何らかの施策が必要であると考えておりま

す。 

   町といたしましても、谷地高校のさらなる

魅力づくり、魅力発信、情報発信を行うとと

もに、今年度の入学者から始められた県外か

らの生徒募集について、さらに支援してまい

ります。 

   ４点目の令和６年度から、県外からの入学

者募集を開始しているが、昨年度の取組を踏

まえ、今年度は町としてどのように支援して

いくかというでございます。 

   谷地高校では、今年度の入学者から募集を

開始いたしたわけですが、初年度は入学者な

しという結果でございました。県全体では、

県外志願者の受入れ制度による入学者数は

年々増加しております。平成31年度には４名

だった入学者が、令和６年度には22名という

状況であります。谷地高校でも好奇心を駆り

立てる探究型学習、地域との連携協力、魅力

的な部活動等をアピールしながら、来年度以

降も県外生の受入れを進めていくものとお聞

きしております。 

   町の支援策でございますが、先ほど申し上

げましたけれども、今年度から県外生に対す

る賃貸住宅等支援補助金といたしまして、県

外生の賃貸住宅の家賃、下宿費用等の一部を

補助する制度、朝食の支援を新たに設け、受

入れの枠組みづくりを行っております。県外

からの志願者、保護者にとりましても、住ま

いについては心配事も多いことと思います。

谷地高校を安心して選んでいただけるように

住まいについての選択肢を準備するなど、来

年度の募集に向けて谷地高校と協力しながら

受入れ体制づくりを進めてまいります。 

   次に、中学校部活動の地域クラブへの移行

についてお答えいたします。 

   まず、１点目、国の方針施策は、全国各自

治体と同様であるにもかかわらず地域移行の

進捗に差が生じている。本町の取組に関して

どのように捉えているのかについて申し上げ

ます。 

   国では、令和４年12月に学校部活動及び新

たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合

的なガイドラインを作成し、令和５年度から

令和７年度までの３年間を改革推進期間、そ

して支援、指導、助言を行うこととしており

ます。国の方針では、地域の実情等に応じて

可能な限り早期の実現を目指すとしてありま

すけれども、自治体によって進捗に差が生じ

ていることは事実であります。休日の活動の

必要性は、競技や種目によっても違いがあり、

受皿となる団体や指導者の不足など多くの課

題があると承知しております。 

   本町においては、令和４年度中に「河北町

中学校における休日の部活動の地域移行に関

する検討協議会」を立ち上げまして、これま

で計７回、検討協議会を開催し、関係団体と

共に推進を図っているところでございます。 

   令和８年度、来年度からは、山形県の方針

に沿って、同様に休日の学校部活動は行わな

いこととし、河北中学校にある部活動の中で

休日の活動が必要とされる部活動につきまし

ては、各競技団体の各種連盟や協会あるいは

スポーツ少年団などが受皿となり、地域の中

で活動が展開できるよう、受皿の確保に向け

環境整備を行っているところであります。 

   いずれにいたしましても、中学校の部活動

について、関係者が共通の認識に立って、生

徒が多様な活動ができる環境を整えられるよ

うに部活動改革を進めてまいります。 

   ２点目の山形県を介し、国へ地域クラブ活

動移行に向けた実証事業を申請しなかったの

はなぜかという点でございます。 
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   この国の実証事業は、スポーツ庁の委託事

業、地域スポーツクラブ活動体制整備事業と

文化庁委託事業の部活動の地域移行に向けた

実証事業がございます。本年度、令和７年度

につきましては、地域スポーツクラブへの移

行に向けた実証と重点地域における政策課題

への対応、この２項目がございます。その中

で、地域スポーツクラブ活動の実施が必須条

件となっております。委託事業の実施希望調

査があった昨年度には、まだ本町における地

域クラブでの活動を行っている団体はなかっ

たことによってこの実証事業の条件に合致せ

ず、申請を見送ったところではございます。 

   そんな中、今年度４月に入りまして、１団

体が本町において地域クラブとして登録の上、

活動を開始し、地域クラブ登録に向けて動き

出している団体も出てきました。そういった

ことで、４月下旬に県からの追加配分の希望

調査もございましたので、本町において、先

ほど申し上げました１団体も含め複数の団体

で実証事業を活用することを現在検討してい

るところであります。 

   ３点目の現時点で令和８年度に向け部活動

が移行する動き、受皿となる地域クラブの発

足の動きなど、どんな動きがあるのか。また、

発足する動きの中で想定される地域クラブ数

はどの程度を想定しているのか、この点につ

いて申し上げます。 

   現在の河北中学校の部活動数については、

文化部が３、運動部が15、合計18の部活動が

あります。平日は、火曜日、水曜日、金曜日、

週３回の部活動を行い、月曜日と木曜日は休

養日としております。休日につきましては、

段階的に縮減しており、今年度は、月に２回

以上は土日連続の休養日とすることとし、来

年度からは、休日、いわゆる土日の部活動に

ついては、完全に活動なしとなります。先ほ

ど言いました18の部活動の中には、現在、部

員の募集停止を行っている部活動、さらには、

近隣の市町と合同チームを組んで大会に参加

している部活動もございます。現在において

も、休日の部活動を行っていない部活動もご

ざいますが、休日の活動が必要とされる場合、

地域の中で休日に活動ができる環境をつくる

ことを今目指しております。 

   現在のところ１団体が地域クラブとして登

録している状況であります。ほかにも複数の

団体が登録に向けて動き出しております。休

日にも活動したいという希望を持った河北中

生が活動できる場をつくっていくためにも、

地域の団体が地域クラブで活動しやすい環境

を整備してまいりたいと考えております。 

   次に、観光産業について申し上げます。 

   １点目の本年度のインバウンドツーリズム

事業の目標、狙い、目指している姿について

申し上げます。 

   2015年、観光庁によりＤＭＯ候補法人制度

が新設されました。現在、約300件のＤＭＯが

登録されており、その多くが県を超えた広域

的なものや、県全域を単位としたものが多い

状況です。全国の小規模自治体が新たな目的

地として期待されております。 

   最近の旅行や観光の傾向といたしまして、

従来の観光名所を巡るだけでなく、現地の文

化、生活に触れることで、旅行者のライフス

タイルや興味に合致した体験や活動を楽しむ

ことを目指すライフスタイルツーリズムが注

目を集めております。旅行者の価値観の変化

によって、既存の目的地への誘客でなく、モ

ノ消費からコト消費へと変容していることか

ら、その地域でしかできない体験や交流とい

った要素を取り入れることが求められており

ます。 

   河北町におきましても、新たな目的地とな

るに必要な宿泊、飲食、体験を軸とした環境

コンテンツづくりを目標に、令和７年３月よ
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りインバウンドツーリズム推進業務に従事す

る地域おこし協力隊員や、令和７年度中に地

域活性化起業人としてインバウンド事業に精

通する一般企業からの派遣職員の協力体制の

下、河北町における体験観光などを進めてい

くとともに、団体旅行だけでなく個人旅行者

も視野に入れながら受入れ体制を強化してま

いります。 

   ２点目の本町のインバウンドツーリズム、

国籍や年齢などターゲット層を、どこを考え

ているのかについて申し上げます。 

   新型コロナウイルス感染症が2023年５月に

５類に移行し、それに伴うマインド回復によ

り活発な消費活動が行われるようになりまし

た。 

   インバウンドに関して申し上げますと、観

光需要の拡大基調がより鮮明になっておりま

す。2023年は、コロナ禍以前のピーク時であ

った2019年より多くの観光客が日本を訪れて

おります。県内においても40万人以上の訪日

観光客が訪れております。中国、台湾からの

観光客が中でも突出しております。次いで韓

国、香港と続き、欧米・豪州からの旅行者が

多少見受けられる状況であることから、ター

ゲット層といたしましては、当面、台湾を筆

頭とする東アジアからの旅行者を考えており

ます。 

   また、コロナ禍以前に紅花資料館を訪れた

訪日観光客を考慮いたしますと、紅染め体験

などを行った中高年の方々、特に女性がター

ゲット層になり得ると考えております。 

   ３点目の今後の事業政策を策定するに当た

り観光客のデータ分析が必要と考えるが、そ

の見解について申し上げます。 

   インバウンドによりまして河北町を訪れた

観光客については、観光客の数、性別、年齢、

移動手段、滞在日数、宿泊場所など、データ

がこれからの戦略を考える上で必要であると

認識しております。 

   データの収集方法でございますけれども、

民間事業者による協力をいただきながら、収

集方法と、どんな形がより生きたデータを得

ることができるのか、検討してまいりたいと

考えております。 

   以上、お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「７番奥山英幸議員」 

○７番（奥山英幸議員） ご答弁ありがとうござ

いました。再質疑させていただきます。 

   ご答弁の中で、まず、谷地高等学校のこと

について再質疑させていただきます。 

   町長のご答弁の中で何度か出ております魅

力という言葉です。町当局が谷地高等学校の

魅力というのはどのように感じておられるの

か、改めてお伺いいたします。 

   例えば楽しい学校とかおおらかな教育とか

そういった抽象的なものでなくて、こういっ

たものが魅力である、こういったものが強み

であるということを今どのように感じていら

っしゃるのか、教育長でも担当課長でもよろ

しいので、ご答弁をよろしくお願いいたしま

す。 

○丹野貞子議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 谷地高校の魅力についてお答

えします。 

   地域と共にある学校、これが一つ魅力では

ないかと思います。それから入ってよかった

と実感できる、それには楽しい学校生活がな

ければなりません。それは何かというと、勉

強であったり、そしてクラブ活動であったり、

仲間と共に過ごせる学校であったり、そうい

った学校であると思います。さらには、入っ

てよかった、夢がかなう学校、これが魅力の

３つ目であります。自分が入って、将来、進

路等に役立てる、自分の願いがかなう、自己
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実現ができる、そういったことが魅力ではな

いかと思っているところです。 

○丹野貞子議長 「７番奥山英幸議員」 

○７番（奥山英幸議員） 先ほどもご答弁がある

とおり、確かに入ってよかったとか夢がかな

う、将来に向けた自己実現ができるというこ

とは、私も非常に共感する部分であります。 

   先ほど町長のご答弁の中でも、私学志向が

続くとのご発言がございました。すなわち町

側も、今後ますます私学志向の流れが強まり、

危機感を持っていると受け止めております。 

   魅力で中学生受験者にＰＲするというのは、

非常に重要なことではあります。ただ、昨年

度も魅力をもっと伝えるとか発信するとかと

いう言葉も出ておりますが、どうしても結果

に結びついていないということはあるかと思

います。 

   例えば山形商業高等学校の受験者の受験の

理由を見ても、生徒自身の将来における選択

肢のイメージが豊富にあるようなものを持っ

ていただくことは、一番重要なのではないか

と思います。 

   谷地高等学校は県立であり、町でコントロ

ールすることは、難しい状況にあるとは私も

認識しております。しかし、受験者確保の観

点から、様々な支援を行っていることから、

なかなか受験者確保に結びついていないとい

うことで、これまでの町側の支援策に関する

受験者確保の観点はどのように評価されてお

りますでしょうか、改めてお伺いします。 

○丹野貞子議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 受験者の確保についてですか。

分かりました。受験者の確保について、去年

度も申し上げましたけれども、まずは地元の

河北中学校との連携が非常に大事ではないか

と思います。そんな中で、谷地高生が実際に

中学校に通ってやっているんですけれども、

例えば探究活動の発表会なんかもやって、高

校生の探究活動ってすごいなという憧れの念

を抱いたということを聞いております。そう

いった活動があると思う。さらには、谷地高

校卒業生の実際の話を聞く。これは中学生も

そうですし、高校の在学生１・２年にも進路

体験を聞く会、これをさらに重視して、こう

いう学習をすれば夢がかなうんだということ

を実感として味わってもらう、そういったこ

とが非常に大事なんじゃないかと思っている

ところです。さらには、校長が替わりました

ので、校長とも連携を図りながらどんなこと

が魅力として功を奏するのか、そういったと

ころを相談しながらやっていきたいと思って

いるところです。 

○丹野貞子議長 「７番奥山英幸議員」 

○７番（奥山英幸議員） 施策が６つほど今年度

は行われるという中で、それが来年度の受験

者確保に結びつくのかというのが、本当にそ

うなのかと感じているところであります。当

然、施策は必要だと思います。バックアップ

するということも必要ですし、町と高校が連

携を強化するという観点からも大いにやるべ

きだと感じております。 

   ほか自治体では、例えば運転免許の取得の

助成とか修学旅行への費用の負担ということ

もやっております。ただ、それが受験者確保

に結びついているかということでは、なかな

か結びついていないという状況にもあるよう

です。なので、施策を行いながら違う角度で

アプローチ、要は、今までと違う角度でもっ

とアプローチをすべきではないかと。特に、

これからまた８月、９月に入ってくると、中

学生がどこの高校に進学しようかと考える時

期に入ってくるかと思います。 

   また、先ほど申し上げたとおり、私学志向

が強いということは、私学にみんなが向いて

いるということも否定できないという中では、

いかに谷地高等学校を選んでもらうかという
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ことが非常に重要になってくると思います。

特に、先ほど教育長からのご答弁にもあると

おり、河北中学校からいかに多く入学しても

らうか。県立ではありますが、町の方向とし

てどのように今年度アプローチしていくのか、

改めてお伺いいたします。 

○丹野貞子議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 様々な角度から挑戦してまい

りたいと思っているところです。 

   まず、１つ目ですが、町長答弁にもありま

したように、本年度は、産学官連携コーディ

ネーターの配置を考えております。それから、

県外生の募集を増やすためにも、県外生に対

する住宅支援をして、併せて朝食支援もして、

県外の保護者が安心して預けられる体制を整

えてまいりたいと思っております。 

   さらには、私立との競合が考えられるわけ

ですけれども、本年度、そこを想定しまして、

ミニオープンスクールを早めにやっていると

ころであります。今年は６月17日火曜日に予

定しております。そこにおいて谷地高校の学

校紹介、それから入試の情報等を含めて説明

して、その中で魅力をＰＲしていきたいと思

っているところです。さらには、先ほど申し

上げました河北中学校との交流、そして近隣

中学校へのＰＲ、これも校長と共にもっと焦

点化したＰＲはないだろうかということで今

考えているところであります。 

○丹野貞子議長 「７番奥山英幸議員」 

○７番（奥山英幸議員） 県外からの入学者募集

に関する支援についてですが、先ほど町長と

教育長のご答弁にありました、県外生受入れ

に対する補助というのは準備をしているとい

うことでお伺いしていますが、例えば県外か

ら高校生が入学する場合、保護者としては衣

食住、すなわち生活する上で必要な基盤の状

況が一番気にかかるところではないでしょう

か。高校生の学校生活も重要ですけれども、

住む上で本当に衣食住の状況が必要なのでは

ないでしょうか。ましてや未成年ですよね。

一人暮らしとなる場合、特に食べること、住

むこと、また、未成年ですから、生活する上

で生徒の生活面をサポートする方などは、当

然、準備はしなければならないと考えます。 

   ご答弁の中で、住まいについての選択肢の

準備というご答弁もございました。現段階で

選択肢の準備とはどのようなものなのか。 

   また、食べることに関しても、朝食を支援

するというお話もありました。ただ、例えば

住んでいるところと支援する場所が離れてい

れば、そもそも利用するのかということも考

えなければいけないと思いますがいかがでし

ょうか、改めてお伺いします。 

○丹野貞子議長 「宇野学校教育課長」 

○宇野勝学校教育課長 おっしゃるとおり、実際

に来られる高校生の方、保護者の方、お住ま

いが一番大事かと思っています。昨年度も県

外募集をするということで、町の中で下宿を

できる方、こういったところも当たってみた

んですが、もともとなかったということで、

下宿をされる方がなかなかおらなかったとい

う状況であります。そこは下宿先についても

引き続きお願いをして、町としても探してい

きたいと思っています。 

   さらに、食についてであります。食につい

ては、当面、今回の食の補助メニューにつき

ましては、ひなの湯で朝食をする場合という

ことでありますので、必ずしもひなの湯の近

くにお住まいになるとは限りませんので、そ

ういったところもあります。 

   選択肢の中については、下宿あるいは民間

アパートを今のところは想定しておりますけ

れども、確実に我々のほうでこういうところ

がありますよという紹介があれば、県外生の

募集をする上で、高校生の方あるいは保護者

の方も安心して選んでいただけるんではない
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かという考えでございます。 

○丹野貞子議長 「７番奥山英幸議員」 

○７番（奥山英幸議員） 県外生の例えば入学者

に対する、こういうところがあります、こう

いうところを準備していますということを提

示しなければ、大丈夫なのかと考えないかと

思うんですけれども、先ほど申し上げたとお

り、例えばひなの湯で朝食提供をするんであ

れば、やはりひなの湯の近くに民間の下宿先

とかアパートを見つけるということは、非常

に重要なのではないかと思いますけれども、

改めてお伺いいたします。 

○丹野貞子議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 議員がおっしゃるとおりであ

ると思います。例えば今年度は、県外生受入

れ推進のバスツアーが予定されております。

これが今のところは７月29日を予定しており

ます。さらには、学校説明会が10月４日に予

定されております。今、議員が指摘なされま

したように、それまでに安心して預けられる

受入れ体制をきちんとその時点で提供できる

ように努力したいと考えております。 

○丹野貞子議長 「７番奥山英幸議員」 

○７番（奥山英幸議員） ぜひそのようなことで、

しっかり町がサポートします、提供は大丈夫

ですということを言える形で進めていただき

たいと感じております。 

   改めて谷地高校について質疑いたします。 

   町長のご答弁の中で生活をサポートする方、

未成年ですのでそういった方も準備する必要

はあるかと思うんですけれども、さっきの答

弁の中では、そういったお話がありませんで

した。県外から入学してくる生徒へのサポー

トは、経済的以外なものも必要かと思います。

実際に県外から入学することが確定した場合

は、そのような方の準備をするお考えはござ

いますか、お伺いいたします。 

○丹野貞子議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 物心両面でサポートするのが

大事だと思います。特に精神面で多感な年齢

ですので、そういった面もサポートできるよ

うに、先ほど産学官連携コーディネーターと

いうことで、地域協力隊の若い方を予定して

おりますので、その若い方であったり、さら

には、谷地高校と連携しながら教育委員会と

しても相談体制に乗りたいと思っているとこ

ろです。 

○丹野貞子議長 「７番奥山英幸議員」 

○７番（奥山英幸議員） 県外からの入学者を受

け入れるに当たっていろいろなサポートは本

当に必要ですし、当然お金もかかります。た

だ、県外生を県外からの受入れというのは、

谷地高校への入学者を確保するという意味で

も非常に重要なことだと感じておりますので、

しっかり進めていただきたいと。町にとって

谷地高校は非常に重要な存在であるというこ

とは、当然認識されているかと思いますし、

私も認識しております。 

   その中で、先ほど教育長からご答弁もあり

ましたが、県外からのオープンスクール、７

月に行われるバスツアーということで、その

ようなものを行うということなんですけれど

も、ほかにどのようなアプローチで募集をか

けようとしておりますでしょうか。 

   例えば、地元を離れて地方の高校に進学す

る地域みらい留学制度がございます。開始当

初の2019年は218名、全国で利用されておりま

すが、2023年には744名と大幅に利用される中

学生が増加しております。実施当初は34校の

参画だったようですが、来期は130校を上回る

と言われております。例えば、そういった地

域みらい留学制度などを活用して募集するの

か、改めてお伺いしたいと思います。これは

高校側の意向等もあると思うので、町側が強

く言うということも難しいのかもしれません

が、そういったものを活用するのも一つだと
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思うんですが、いかがでしょうか。 

○丹野貞子議長 「宇野学校教育課長」 

○宇野勝学校教育課長 今ありました地域みらい

留学につきましても検討をしております。今

年度につきましては、東京での説明会があり

ますので、そちらに高校側でも行って様子を

見てみたい、どういった状況でやっているの

かというところがありますので、そういった

ところも、高校側でも積極的に考えているよ

うでありますので、こちらに交付金事業など

もございますので、我々もそれらを活用しな

がら地域みらい留学でＰＲできるようなもの

を検討していきたいと考えています。 

○丹野貞子議長 「７番奥山英幸議員」 

○７番（奥山英幸議員） ありがとうございます。 

   そうすると、それも一つの選択肢というこ

とで受け止めました。 

   ちなみに高校側との協議は、そういった形

で行っているかとはと思います。高校の魅力

とか入学者募集とかそういったことは、何回

か行っているとお話をお伺いしております。 

   その中で、改めてお伺いしますけれども、

この県外募集もそうです。あとは河北中学生

にいかに受験してもらうかということもそう

なんですが、例えば、県内で人気のある山形

商業高等学校のような複数学科が定数を満た

している学校なんかは、そういったイメージ

をもっと強く持つことも重要ではないかとい

うことを協議しているのか。例えば人気のあ

る高校の、言葉を選ばずに言うとまねをして

ＰＲしていくのか、そういった協議の内容と

いうのは、どのようなものを行っているのか

お伺いいたします。 

○丹野貞子議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 山形商業高校、実は、私も２

年前ですか、見学しました。施設・設備面に

おいては、非常にすばらしい学校だと思いま

す。山形市立ですので、予算のかけ方が違う

んだということを実感したところです。まね

しようと思ってもできません。まねできると

したら、ああいう魅力化をマンパワーでいか

にできないか、そういったところを考えるし

かないのではないかと思っている。 

   先ほど漏れましたけれども、６月４日から

10日まで東京都庁で物産館をしております。

それに相乗りをして谷地高校ののぼり旗、あ

るいはチラシを配布して県外の人にＰＲをす

る。あと、いきいき関東河北会等にも、チラ

シなんかも配布して、そういったところで魅

力を大いにＰＲしていきたい、そういったと

ころを考えておるところでございます。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 教育長の今の答弁に加えまして、

私もまねできないものは、もうまねできない

と思います。その中で、何でそこに生徒たち

が集まっているのかというところを参考にし

て、じゃあ谷地高校において何ができるのか。

河北中学校からの進学、町外、近隣からの入

学、さらには県外からの入学、それぞれ条件

が違うわけですので、そこに対してどこまで

地域として、安心して学べる、そして魅力を

持ってもらえる、言わば選んでもらえる、そ

ういったアプローチができるかということだ

と思います。基本は谷地高校生の声に耳を傾

けながら、そして谷地高校側と十分協議の上、

対応していきたい。 

   そういう中で一つあるのは、経済的な負担

とか、あと安心して学べる環境というのは、

もちろんこれは一丁目一番地だとは思います

けれども、そういう中で通学の負担というの

は結構大きいと私は思っています。これは教

育委員会の問題にとどまらず、町内から町外

に通う高校生もいますけれども、町外から通

ってもらうためにも通学の経済的負担プラス

アルファの利便性、そしてまた、通学のとき

によく谷地高生からあるんですけれども、駅
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が欲しい。駅って２つだと思います。行けば

乗れるものがあるという駅、もう１つは、乗

れるだけじゃなくて、そこで乗るまで時間を

過ごせる駅です。そういった意味で、いろん

な分野にまたがっていきますけれども、通学

の利便性、そしてニーズにマッチした河北町

の地域づくり、そして時間を有意義に過ごせ

る場所づくりも含めてしっかりアプローチし

ていく必要があると思っています。 

○丹野貞子議長 「７番奥山英幸議員」 

○７番（奥山英幸議員） 時間もなくなってきた

ので、谷地高のことは、私からは、経済的な

まねをしてほしいとか、例えばハード的に同

じようにしてほしいと言っているものではご

ざいません。当然、山形市立商業高校は、そ

ういったものも魅力があります。ただ、生徒

や保護者の方に聞くと、冒頭に申し上げたと

おり、非常に就職進学、あとは資格がいろい

ろ取れるというイメージが強いということだ

と思います。なので、もし谷地高校側と協議

したときに、そういったものも強く中学生か

らイメージを持たれる高校として、今後、Ｐ

Ｒしていただければと思っております。 

   続きまして、河北中学校の地域クラブ移行

について再質疑いたします。 

   冒頭申し上げたとおり、庄内地域や最上地

域などは、比較的、移行が進んでいるようで

す。寒河江市も８月以降は、休日の部活動は

行われないということが決定しております。

早ければよい、遅ければ悪いという話ではご

ざいません。ただ、なぜ現時点で１種目の部

活動しか移行できない、環境が整わない状況

になっているのか。どこに要因があるのか。

同じことをほかの自治体も取り組んでいる中

で、受皿団体・指導者不足ということは、ほ

かの自治体も同じ共通理解になっているかと

思います。なぜ差が生じ始めているのか、根

本的な要因は何か、改めてお伺いします。 

○丹野貞子議長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場弘昭生涯学習課長 一番は、少子化の中で、

子供たちの多様な活動の中で、部活動の数が

多い中で、選択肢もいろいろあるんですが、

チームが組めないというところもあり、一人

一人の活動が本当に多様化している中で、夢

がかなえるようなチーム編成、活動が思うよ

うにいかない。それを休日に移行する、地域

でどのように活動していくかというところで、

今度は指導者の不足、指導者がいないという

のが一番あろうかと思いますが、町としても

それをいかに、どのように保護者に、あるい

は生徒に、地域の指導者に伝えていくのか。

これまでとは変わるというところ、これまで

どおり活動できないというところをもっと強

く周知といいますか、訴えていく必要がある

ということで、今まさに生徒集会で、あるい

は保護者会で、総会の中で、いろんな機会を

捉えて周知を図って、これまでどおりの活動

ができなくなるということを伝えて、じゃあ

実際に来年度から休日の土日の活動をどうし

ていくのかというところを、今、地域の中で

受皿をつくっていただきたいということを切

に願いながら説明を行っているところであり

ます。 

○丹野貞子議長 「７番奥山英幸議員」 

○７番（奥山英幸議員） 時間がもうほぼなくな

ってきましたので、私からはこれで最後にし

たいと思いますが、中学校の部活動地域移行

は、今、地域展開と呼ばれるように変わって

きているそうです。これは、いろいろ中学校、

また地域の実情に合わせてもう少し期間を持

たせようという意向もあるそうです。中学生

が休日も、これは強制ではないので、行政側

が強制的に行うものではないと考えておりま

すが、ぜひ多大なるバックアップをしながら、

受皿団体が軌道に乗るまで後方支援を行って

いただきたいと思っておりますので、どうぞ
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よろしくお願いしたいと思います。 

   以上で私の一般質問を終わりたいと思いま

す。ありがとうございました。 

○丹野貞子議長 以上で、７番奥山英幸議員の一

般質問を終わります。 

   ここで10時15分まで休憩とします。 

     休 憩  午前１０時０２分 

     再 開  午前１０時１４分 

○丹野貞子議長 「９番佐藤修二議員」 

○９番（佐藤修二議員） 一般質問の前に、森谷

町長、昨日はご苦労さまでした。べに花マラ

ソン大会に自ら参加されて、しっかり走って

くださいました。敬意を表します。ご苦労さ

までした。 

   遊休農地についてお伺いします。 

   遊休農地といっても、耕作放棄地あるいは

荒廃農地などいろいろな表現があります。耕

作放棄地とは、５年ごとに調査される統計で、

農地の使用者自身が農業を行わないという申

告により記録された農地とあります。また、

荒廃農地とは、作物の栽培が客観的に不可能

な農地とか、現に耕作に供されておらず、耕

作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作

物の栽培が不可能となっている基準に該当す

る農地となっています。 

   今回は、ひっくるめて遊休農地として質問

します。 

   遊休農地が発生する要因としましては、高

齢化、労働力不足が最も高く、地域内に引受

け手がいないことが挙げられます。遊休農地

が増えますと、周辺地域への営農環境への悪

影響が出て、病害虫や鳥獣被害の発生や雑草

の繁茂、用排水施設の管理への支障が考えら

れます。また、農地集積の障害要因にもなっ

ています。中山間地域などでは、上流地域で

発生しますと、周辺の生活環境を悪化させる

だけでなく、下流地域の国土保全機能の低下

を招くことが考えられます。 

   そこで、遊休農地について早期の対策を願

うものであります。 

   まず、１点目、遊休農地の状況について、

ここ数年の増減などを踏まえお尋ねします。 

   ２点目、町の対策について、これまでとこ

れからを踏まえてお尋ねします。 

   ３つ目として、先進地の事例を紹介し、参

考にしていただきたいと思います。 

   先進地事例としましては、まず、地域コミ

ュニティをつくり、必ずしも農家とは限りま

せん、子供を含めた地域の人々に遊休農地で

作物を栽培し、収穫してもらうことです。大

抵地域に、農業に詳しい方がおります。可能

だと思います。そこで収穫された野菜を学校

給食で利用することです。そこで収穫された

野菜は、当然、無農薬で化学肥料も使わず安

心して食べられる子供たちにとって最適な食

材であります。地域コミュニティのつながり

や子供の教育にもなりますし、地産地消にも

なり自給率アップにもつながります。いかが

でしょうか。 

   次に、河北町独自の減税についてお伺いし

ます。 

   電気料金が国の補助金カットにより値上が

りし、国民にとっては、米が高い、卵が高い、

全般的に食料品の値上げが続き、ガソリンに

至っては、山形県は、全国的にもトップクラ

スの高価格になっています。しかしながら、

賃金は上がらず、一部の人を除いては、みん

な生活苦に追い込まれています。 

   そこで、国では、５万円から10万円の給付

金のうわさがされていましたが、石破総理は

給付を否定し、ガソリン暫定税率も廃止せず、

消費税の引下げや、食料品に関する消費税廃

止の国民の要望に対して聞く耳を持たない状

況であります。 

   そこで、苦しい生活を強いられている河北

町民に河北町ができる町独自の減税をと思い
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ますが、いかがでしょうか。 

   町税の都市計画税は、限度額が国により

0.3％と決められております。その範囲内であ

れば何％でも設定できますし、自治体によっ

ては、都市計画税を課していないところもあ

ります。我が町での都市計画税は限度額の

0.3％で、令和７年度の当初予算では約１億

4,400万円となっています。税率を0.15％にす

れば、約7,000万円の減税になります。都市計

画区域の方にしか該当しませんが、それでも

町内約85％の方が該当します。今こそ河北町

民の生活を助ける森谷町長の英断を願うもの

であります。 

   以上、お尋ねします。 

○丹野貞子議長 佐藤修二議員の一般質問に対す

る町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 ９番佐藤修二議員の一般質問に

お答えいたします。 

   最初に、遊休農地対策についてお答えいた

します。 

   まず１点目、遊休農地の状況について申し

上げます。 

   過去５年間の遊休農地で申し上げますと、

令和２年度は9.4ヘクタール、令和３年度は

10.3ヘクタール、令和４年度は15.6ヘクター

ル、令和５年度は18ヘクタール、さらに令和

６年度は19.5ヘクタールとなっております。

このように、毎年、遊休農地につきましては、

農地所有者への適正管理の指導等を行い、解

消している面積もありますが、その面積を発

生面積が上回っている状況にございます。毎

年増えているのが現状であります。遊休農地

の割合といたしましては、町内全農地面積の

１％弱が遊休農地という状況であります。 

   ２点目の遊休農地の現状を踏まえた上での

これまでの町の対策、今後計画している町の

対策について申し上げます。 

   遊休農地発生の主な要因といたしましては、

耕作従事者の高齢化、労力不足のほか、所有

者不明の農地、不在村地主といって、地元を

離れて暮らしており、自分の所有している農

地がどのような状態になっているのか分から

ない方、土地持ち非農家で農地は所有してい

るが、自作せず耕作も頼んでいない農地など

が考えられます。 

   まず、遊休農地の確認でございますけれど

も、毎年８月中旬から９月上旬にかけて、地

域の農業委員と農地利用最適化推進委員によ

る農地パトロールを実施しております。そこ

で遊休農地と確認された農地につきましては、

農地の所有者に対して適正管理をしていただ

くよう指導を行っております。地元を離れて

暮らしている方につきましては、遊休農地の

写真を添付した文書を送ったりもしておりま

す。そのほか自分の農地がどこにあるのか分

からない方もいらっしゃいます。現場まで同

行して指導を行っているという状況でありま

す。 

   また、近隣の農地耕作者から苦情があった

場合や日々の現地確認で発見した際なども、

随時、文書や電話等で指導を行い、遊休農地

の解消に努めております。 

   さらに、遊休農地となった土地を新たに耕

作する場合には、河北町リフレッシュ＆アク

ション事業などの補助事業の紹介も行ってお

ります。 

   そのほか、耕作者から離農や労働力不足に

より農地を管理できなくなったなどの相談を

受けた場合には、地域の農業委員と農地利用

最適化推進委員へもその情報を提供いたしま

して、管理がされているうちに引受け手へつ

なげられるよう取り組んでおります。 

   また、耕作従事者の死亡等により耕作従事

者が不在となる相続未登記や相続放棄により、

農地所有者が不在となり荒廃化する農地につ



 - 50 -

きましては、引受け手がいる場合には、所有

者不明農地制度を活用して遊休農地解消へつ

なげております。 

   今後計画している対策ということでは、こ

れまで行ってきた対応、これは引き続き行っ

ていくとともに、中間管理事業の農地利用調

整委員会の中でも委員であるさがえ西村山農

業協同組合や農事実行組合、土地改良区など

へ情報提供を行い、引受け手へつなげられる

よう取り組んでまいります。 

   また、昨年度末に策定いたしました地域計

画があるわけですけれども、この地域計画に

ついては、毎年ブラッシュアップしていくこ

とにしております。地図の中で色が染められ

ていない農地をこの作業の中で色染めするこ

とによって、遊休農地の解消につなげてまい

ります。そのほか一般社団法人山形県農業会

議におきましても、今年度から所有者不明農

地対策事業を行うこととなりました。山形県

農業会議と連携を取りながら所有者不明農地

の解消に取り組んでまいります。 

   ３点目の先進事例に関する町の考えについ

て申し上げます。 

   遊休農地は、どうしても山間地域や狭小、

狭かったり小さかったり、あるいは不整形地

など、耕作条件の悪い農地がほとんどと言っ

ていい状況です。佐藤議員からご提案いただ

きました取組事例につきましては承知してお

りますが、コミュニティの組織づくり、農地

所有者の同意、駐車場、水道設備等について、

実際に行われている地域のそういった実情を

さらに把握してまいりたいと考えております。 

   次に、河北町独自の減税についてお答えい

たします。 

   物価高騰で苦しい生活を強いられている町

民のため、都市計画税の税率を引き下げるべ

きと考えるがどうかについて申し上げます。 

   都市計画税は地方税法第702条に規定され

ており、都市計画法に基づいて行う都市計画

事業または土地区画整理法に基づいて行う土

地区画整理事業に要する費用に充てるために

目的税として課税されるものであります。 

   平成20年度までは都市計画用途地域に課税

されておりましたが、都市計画事業の中で財

政負担が最も大きい下水道事業が都市計画用

途区域以外の地域に拡大したことから、平成

21年度から公共下水道供用開始区域内の下水

道受益者負担金の賦課対象区域にも課税が拡

大されております。 

   令和７年度当初賦課時点での納税義務者は

8,223件でございます。そのうち都市計画税が

課税されているのは6,831件、そのうち河北町

民は5,947件です。議員のご質問にもございま

したが、都市計画税の税率を下げても資産を

保有していない方は該当しないことになりま

すし、その点、公平性に欠けるのではないか

という問題がございます。 

   また、公共下水道供用開始区域の内と外で

も課税される方とされない方が出てまいりま

す。物価高騰対策の手法として都市計画税の

減税を採用してはどうかというご質問でござ

いますけれども、都市計画税の減税には課題

が多いと考えております。 

   また、現在も下水道整備事業は継続してお

り、既に整備が完了している部分の維持・保

守にも財源が必要となります。令和７年度の

都市計画税の予算約１億4,400万円を充当す

る予算は、一般会計から町の下水道事業会計

への繰出金として約２億9,400万円を見込ん

でおります。減税により都市計画税が減収と

なった場合、事業を縮小するか、減収分を他

の財源、基本的には一般税でということにな

ると思いますけれども、普通税で補わなけれ

ばならなくなります。河北町の都市計画税の

税率0.3％は、都市計画事業規模を考慮したも

のとなっておりますので、本町における事業
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継続のためにも、現在の税率については維持

する必要があると考えております。 

   物価高騰対策ということでは、低所得世帯

支援給付金事業や「かほくほくほく応援券事

業」、学校給食支援事業、省エネ家電買い換

え支援事業、枝豆・大豆生産資材高騰緊急対

策事業補助金など、現在、予算措置をして施

策を進めているところでございます。 

   現在の状況を踏まえたさらなる物価高への

対応ということにつきましては、今後、国や

県における議論、さらには具体的な対応策、

これを見極めながら町として検討してまいり

ます。 

   以上、お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「９番佐藤修二議員」 

○９番（佐藤修二議員） お答えありがとうござ

います。答弁にありましたとおり、残念なが

ら遊休農地が増えている現状にあります。確

かに様々な対策を講じて解消している部分も

毎年度あるんですが、増減で見ると、減より

もそれを超えてかなり増えているところが多

いために、ここ10年を見ると大体倍ぐらいに

増えてしまっていると。確かに農業に対する

従事者の高齢化、労働力不足というのが大き

い課題になって、これは、なかなか簡単には

解消できないので、今後とも増えていく傾向

があるんじゃないかと思うんでありますが、

その辺はどのように町として考えておられま

すか。 

○丹野貞子議長 「佐藤農林振興課長」 

○佐藤晃一農林振興課長併農業委員会事務局長 

遊休農地の今後についてでございますけれど

も、佐藤議員がおっしゃるように、このまま

でいきますと、遊休農地は増えていかざるを

得ないのかと思いますけれども、農林振興課、

あとは農業委員会としましては、できるだけ

それを少なくするために、先ほど町長答弁で

ありましたように、今後ともいろいろな対策

を講じながら遊休農地の解消に努めてまいり

たいと考えております。 

○丹野貞子議長 「９番佐藤修二議員」 

○９番（佐藤修二議員） 今までもそういう取組

はやっているし、各機関がいろんな対策を講

じていると思うんですが、それでも増えてい

るというのが現状なので、農業団体や土地改

良区やいろんな県のそういう機関は、それは

それとして、やはり町独自で何らかの対策を

考えなければならないんじゃないかと思うわ

けでありますが、私が今回提案している先進

事例は、ちょっとした農業に詳しい先生の本

を読んでいるときの参考事例として出てきた

ものなんですが、東京大学の先生が、この間、

山形県でも講演したようでありますが、この

ままだとどんどんと増えていって農業が廃れ

ていくと。世界的に何かがあったときに一番

飢饉で飢え死にするのは日本だという持論を

持っていて、その人がこのままじゃ駄目だと、

何とかしなきゃならないということで全国講

演して歩いているようでありますが、その人

の本を読んでいるときに出てきたのが「ゆめ

プロ」というところでありました。そこが始

めたのが、先ほど申し上げた学校給食にとい

うことでありますが、その「ゆめプロ」のビ

ジョンというのが、心と体を元気にする、頼

れる食をいつも身近にということで、心と体

をつくるベースとなる食事だからこそ、未来

を生きることに、今、質のよいものを食べて

ほしいという願いです。子供たちが日々口に

する食事を、安心・安全かつ野菜本来のおい

しさを感じられるものに、休耕田、休耕地を

畑に再生し、自然農地、市民や企業も一丸と

なり、オール市民参加型の給食革命の実現を

全国展開するというのがこの「ゆめプロ」の

ビジョンです。 
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   ここのこの人が始めた活動の初めのきっか

けはどういうことかといいますと、１歳の娘

が食べている給食のパン、原材料を見ると、

たくさんの添加物やマーガリン、ショートニ

ングなどが使用されていました。調味料や加

工品の原材料も確認する。それで、しょうゆ

風調味料や発光剤などの加工肉などが給食に

使用されている。１歳の娘が添加物をもりも

り食べている。私が給食を変えろと決心して

から始まったそうであります。 

   まずこの人は、休耕農地を利用した地産地

消、オーガニック作物栽培を始めようと計画

し、給食に循環させる提案書を作成して、そ

の保育所の園長先生、あるいは市役所、市議

会議員、教育委員会や市長にプレゼンテーシ

ョンを行い続けた。そして、あるとき言われ

たことが、自分でやったら、その一言で「ゆ

めプロ」を立ち上げ、仲間を募って活動した

のが最初だそうであります。そこで、遊休農

地に自分たちで野菜を作ってそれを給食にと、

こういうことを始めたということなんですが、

教育長は、今のお話を聞いてどのように感じ

られます。 

○丹野貞子議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 先進地の事例を今お聞きしま

して、私たちは、学校では、学習指導要領に

基づいて目標を達成するために内容が示され

ていて、それに基づいて教育を行っているん

です。ただ、今のお話をお聞きしまして、平

成14年から総合的な学習の時間という時間が

創設されました。これは小学校、年間で70時

間、中学校もそうです。これは何かというと、

教科書がない時間なんです。何を求めている

かというと、地域に教材を求めてそれぞれの

地域に合った学習をしましょうという狙いの

下であります。つまり今盛んに行われている、

高校でいえば探究の時間になるわけです。で

すので、自分で地域に課題を見つけて、自分

でその解決方法を求めて、友達と協力しなが

らその解決策を探る、そういった時間になる

わけです。 

   今、議員が先進事例として指摘されました

遊休地を活用して、しかも無農薬で挑戦して

自給率をアップすると、地産地消して給食に

生かすと。まさに地域に教材を求めてそうい

ったことを解決する学習には適しているとい

うことを、今感じ取ったところであります。 

○丹野貞子議長 「９番佐藤修二議員」 

○９番（佐藤修二議員） 感じ取っていただきま

して本当にありがとうございます。この始め

た人は、私たちは３メートル級の竹やササが

密集している、そして日が差し込まないよう

な場所を人力、手作業で開拓し、そして、現

在、畝をつくり、給食に届ける野菜を作って

います。ジャガイモやタマネギを保育所に納

入しているということで、地産地消、そして

安全・安心な食物を子供たちに食べさせたい

という親の願いから始まったこの運動であり

ますが、これもうちの町としての遊休農地が

増えていくということに対する対策と、子供

たちに安心・安全な食物を届けるいうことと、

それから自給率を高めていくということにつ

ながる。昔から三方何とかかんとかって、三

方得とかというお話がありましたけれども、

本当に町の遊休農地が増えていくということ

の対策にもつながって、子供たちに安心して

安全な地元の食べ物を食べさせることができ

て、しかも自給率が上がって地産地消という

ことで高めていくという、本当にいろんなと

ころに影響するいい取組じゃないかと思うん

ですが、そこで町の実際の今の子供たちが食

べている給食の地産地消というんですか、そ

このパーセントはどのぐらいになっています

か。 

○丹野貞子議長 「宇野学校教育課長」 

○宇野勝学校教育課長 昨年度、学校給食におき
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まして、町で産出された野菜等を使った使用

率でございますけれども、全体の9.5％でござ

いました。 

○丹野貞子議長 「９番佐藤修二議員」 

○９番（佐藤修二議員） ９％。それでは、町が

立てている食育推進計画というのがあります。

食育推進計画の中で町が目標としているパー

セントは何％でしょうか。 

○丹野貞子議長 「宇野学校教育課長」 

○宇野勝学校教育課長 令和５年３月に策定され

ております第４次河北町食育推進計画におき

ましては、学校給食における町産食材、野菜、

果物、豆類の使用率でございますけれども、

25％以上を掲げてございます。 

○丹野貞子議長 「９番佐藤修二議員」 

○９番（佐藤修二議員） 要するに、町で立てた

食育推進計画の中では、学校給食に対しては、

地産地消、自給率が25％という計画を町で立

てておきながら、実質、現在は９％しかない

という、計画に半分も満たない。これは最初

につくったのがもっと前で、令和２年ぐらい

からつくったのか。10年以上前につくっても

う一回見直ししたのかな。その間でも全然改

善しない。その前のときも25％という町のた

しか計画だったと思うんですが、それが９％

しかないという現実を踏まえたときに、やは

りもっと地産地消というものを町として頑張

って、その目標達成に向けた取組をやってい

かなければならないと思うんですが、現在、

そうなっていないで９％にまでしか達してい

ないというところを踏まえて、教育長はどの

ようにお考えになりますか。 

○丹野貞子議長 「宇野学校教育課長」 

○宇野勝学校教育課長 実際に町産のものを使っ

ている使用率だけを見ますと9.5％と低くな

ってございますが、学校給食においては、も

のによっては例えばイタリア野菜、あるいは、

果物などは、100％町産のものであります。あ

と、今回の答弁と違いますけれども、米なん

かも100％町産米を使っております。学校給食

の授業の中でも、生産者と子供たちが触れ合

えるような食育活動も行っております。さら

に各小学校においては、自分たちで野菜を育

てて、それを食すなどしております。特に昨

年度は、溝延小学校で子供たちが作ったもの

を給食に取り入れたなどという、そういった

食育の観点からの活動は行っているところで

ございます。 

○丹野貞子議長 「９番佐藤修二議員」 

○９番（佐藤修二議員） 町でつくった食育推進

計画があります。そこを読んでみますと、こ

のように書いてあります。「町産食材を使う

ことによって、食の安全・安心につながる、

食料自給率が向上する、新鮮な旬の味覚を味

わえる、地域の交流が図られるなどの効果が

あります」。課題は、「学校給食で町内の野

菜を使うことや、学校や家庭で農産物を育て

るなどの取り取組」をさらに進めていくこと

が大事だと食育推進計画でもなっているんで

す。 

   ですから、せっかくの休んでいる農地を生

かして、地域で、必ずしも農家でなくたって

いいわけです。あるいは親子で参加してもい

い。そしてみんなで手作業でやっていく。こ

の河北町は、地域に農業に詳しい人が大抵い

ますので、その人の指導を受けながらそうや

ってみんなで野菜を作ろうと、安心・安全な

食物を育てようと、大事な取組で、町でもや

ろうと思えばすぐできる取組なんじゃないか

と思うんですが、いかがでしょうか。 

○丹野貞子議長 どなたのご答弁でしょうか。 

   「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 今、議員がご指摘なさったこ

とは、各学校がローテーションを組んで取り

組んでいるところであります。遊休農地を活

用するかしないかは別として、やはり安心・
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安全、おいしい給食をということで、生産者

に感謝をしながら食育をやっているところで

あります。 

○丹野貞子議長 「９番佐藤修二議員」 

○９番（佐藤修二議員） 要するに、そうやって

子供たちに安心・安全な食事を、おいしい旬

のものを味わってもらうということは、基本

的には同じだと思うんですが、町で残念なが

ら遊休農地になっているものの課題を解消す

るのも町の一つの大事な課題に対する取組で

ありますので、それと地域コミュニティをつ

くるというのもまた、大きな大事な町として

のいい意味での課題だと思うんですが、そし

て、そういう農地を解消しながら子供に安

心・安全な食物と、こういうふうに循環型に

つないでいくということが取組としては大事

だと思います。もちろん教育長がおっしゃる

とおり、子供には安心・安全なものを提供し

ているし、そういう意識はしっかり持ってい

るというのは分かるんです。それであって、

ちゃんと町の遊休農地を利用しながら荒れ放

題にならないように対策をしていく。畑や田

がそのまま荒れると雑草が生えて周りの農地

にもよくない。しかも、害虫が発生したりい

ろんな悪影響もあるということを考えると、

その対策も講じながらしっかり、今、低い地

産地消の自給率に対しても上げていけると、

食育推進計画に近い形でその率も上げる取組

ができるということと、子供たちには安心・

安全なものを食べさせられるというのと、全

て考えればこんなにいい取組はないんじゃな

いかと思うんでありますが、少し考えてみま

せんか。 

○丹野貞子議長 「佐藤農林振興課長」 

○佐藤晃一農林振興課長併農業委員会事務局長 

遊休農地の活用でございますけれども、まず、

遊休農地自体が町のものでないという大前提

がございます。所有者の同意が得られるかと

いうところ、また、農作物につきましては、

いいものを作るには、それだけ手をかけなけ

ればいけないというところもありまして、「ゆ

めプロ」でも畑の常駐者がいなくて大変だと

いう課題もあるようですので、その辺のこと

も研究しながら、今後、進めていきたいと考

えております。 

○丹野貞子議長 「９番佐藤修二議員」 

○９番（佐藤修二議員） 分かりました。課長、

しっかり頑張ってほしいと思います。調べて

いくうちにいろんなことが分かってきて、「ゆ

めプロ」のように学校給食にしている取組も

あればそうでないところもあるんです。何を

しているかというと、遊休農地に小麦を植え

て、そこで取れた小麦でパンを作ったものを

給食にと、こうやっているところもあるよう

です。そこが何でそうやったかというと、ア

メリカ、カナダの外国産の小麦粉には様々な

問題があるという捉え方で、国産の小麦が子

供たちには一番いいだろうということで、そ

ういう安心なパンをと取り組んでいる地域も

あるようですが、教育長、子供たちが食べて

いるパンにそういった、例えばパンの袋を見

てみたんですが、発酵種とか殺菌、乳酸菌パ

ウダーとか乳化剤とかキサンタンとか甘味料、

ステビアなんていうのが入っているようであ

りまして、・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・通常、普通にス

ーパーでも売られているようですが、うちの

子供たちが食べているパンは安心・安全なん

ですか。 

○丹野貞子議長 「宇野学校教育課長」 

○宇野勝学校教育課長 学校給食で提供しており

ますパンにつきましては、安全・安心なもの

であります。 

   また、加えて申し上げますと、小麦だけで

はなく、最近、米粉を活用したパンというこ

とで、そちらの提供も学校給食でさせていた
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だいているところでございます。 

○丹野貞子議長 「９番佐藤修二議員」 

○９番（佐藤修二議員） 子供たちのためにそう

いういろんなところに気配りをしていただき

たいと思います。 

   今は、休んでいる農地に対して「ゆめプロ」

でこういう取組をしているという先進事例を

申し上げましたけれども、学校給食にそうい

う食材、作物を、作ったものを生かしていく

というのも一つの方法ですし、また別な考え

方もあるんじゃないかと、提案としては、い

ろんなことを提案したくなっちゃうので申し

上げますけれども、例えば作物を作って、地

域コミュニティをつくってといって、年数が

かかるかもしれませんけれども、そういう取

組もあれば、もう一つは、荒れ放題になって

いる休耕農地をそのまま放置しないという中

で、これは、私、「ゆめプロ」と全く離れた

個人的な考えなんですが、ベニバナを植えた

らどうかという考えもあります。そういった

ものをそのまま放置しない、町の花であるベ

ニバナをそういったところに植えていこうと

いうのも取組としてはできるんじゃないかと

思うんですが、令和６年度で、うちの町で、

紅花修景地植栽委託料というのでたしか植栽

をお願いしている農地も増えているかと思う

んですが、令和６年度でどのぐらいの面積が

ありますか。 

○丹野貞子議長 「奥山雛とべに花の里推進主幹」 

○奥山明子雛とべに花の里推進主幹 紅花修景地

植栽委託している面積をお答えいたします。 

   令和６年度で１万5,970平米でございます。

ちなみに令和７年度の委託面積は、１万4,659

平米でございます。 

○丹野貞子議長 「９番佐藤修二議員」 

○９番（佐藤修二議員） １万5,000平米というこ

とであります。令和６年度の遊休農地が19ヘ

クタールあるということですから、これにベ

ニバナを植えたら一気にべに花の里らしく増

えるということにもなるんじゃないでしょう

か。そういう取組というのは、遊休農地にベ

ニバナを植えていこうというのは難しいもん

なんでしょうか。 

○丹野貞子議長 「佐藤農林振興課長」 

○佐藤晃一農林振興課長併農業委員会事務局長 

繰り返しになるかもしれませんけれども、遊

休農地自体が、町のものでなくて所有者がお

るところでございます。もしベニバナを植え

るとなれば、そこに賃貸借料が発生してまい

ります。それをどうするか。または、ベニバ

ナを栽培していただくにも、栽培委託料とい

うところも発生してくるかと思います。そう

いったところについても課題が出てくるのか

と思います。 

   また、遊休農地自体が中山間地と、あとは

最上川の川向のほうに多くあります。町とし

ましては、景観作物としてベニバナを栽培し

ておりますので、できるだけ見えるところに

栽培したいという思いもあるかと思いますの

で、その辺でもちょっと課題が出てくるのか

と考えております。 

○丹野貞子議長 「９番佐藤修二議員」 

○９番（佐藤修二議員） これは、今までいろん

なことを申し上げましたけれども、「ゆめプ

ロ」という中で安心・安全なものを子供たち

にさせるという取組もあれば、地域ごとでい

ろんなことがある。私が考えるには、休ませ

て草がぼうぼうみたいだったら、何とかべに

花の里らしくベニバナをあっちこっちいろん

なところで咲かせてやるというのもいいんじ

ゃないかと考えたところでありまして、遊休

農地で休んでいるところを、せっかく町とし

て取組をして、べに花の里らしい、教育のま

ち河北らしい取組をしていただきたいという

ことで、今後、いろいろ取組を希望するもの

であります。 
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   次に、町独自の減税についてお尋ねします。 

   ５月19日の山形新聞にこのように書いてあ

りました。共同通信社によりますと、５月17・

18日に実施した世論調査、物価高対策、消費

税の在り方について、減税・廃止を求めると

いうのが、要するに国民の73％の人が減税を

求めている。国民イコール町民だと思うんで

すが、町長、どうですか。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 もちろん町民、国民です。 

○丹野貞子議長 「９番佐藤修二議員」 

○９番（佐藤修二議員） 要するに、国民の願い

イコール町民も同じ願いだと思うんです。今、

いろんなものが値上げして、その割には賃金

が上がっていないし、生活苦が大変だと思う

んです。今回も米が、古古古米が2,000円とか

1,980円とかいろんなでたり、行列が並ぶとい

う、そんな古いものを食べるのかという話も

ありますが、生活が大変なんです。大変だか

ら、そういうのでもいいから買うという人も

出てくる。要するに、今、大変なんです。苦

しいんです。苦しい国民イコール町民なんで

すが、国会でもやり取りはいっぱいしている

ようですが、国は全然動かないと。じゃあ国

が動かないから何もしなくてもいいんだとい

うことにはつながらない。国民の生活を守る

責任は国にあるけれども、町民の生活を守る

のは町に責任があるわけですが、町民がそれ

だけ大変な思いをしているんであれば、町と

して取り組めることは、町としてやるべきじ

ゃないかと思うわけであります。 

   私は、町で都市計画税は0.3％というのを国

から上限が決められていて、その範囲内であ

れば幾らでもできるわけです。あるいはしな

いという、課していないところもあるわけで

ありますので、そこを減税することは、町長

の答弁にあったとおり、確かに今の下水道を

やっていく事業としてはそれ以上かかります

から、町からの持ち出しもその金額、税金と

して都市計画税が入っている倍ぐらいを一般

財源として下水道会計にあれしているのもも

ちろん分かります。それでも町民は大変なん

です。そこに何とかできるのは、町民の苦し

さに手を差し伸べられるのは、町長しかいな

いんです。みんな大変なんです。私は浅学非

才でありますので、都市計画税なんていうこ

とで、0.3％から下げることもできますからと

いうことで出しましたけれども、町長のお考

えであれば、別に都市計画税でなくても、別

なことででも町でできるものであれば減税、

消費税のように国から決められて町で勝手に

できないものもありますけれども、町ででき

るものを町長判断でやってもらえれば、私は

必ずしも都市計画税でなければならないとい

う考えではない。都市計画税というのは例え

ばの話であります。町民が大変で苦しいんだ

ったら行政が何か手を差し伸べるべきじゃな

いかと思うんです。手を差し伸べられるのは

町長しかない。みんな大変なんです。町長、

どうですか。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 今、生活が非常に物価高騰の中

で、食料はもちろんガソリンも含めて生活必

需品、食料の中でも米もということで、本当

に単に物価が上がっているから厳しいという

だけでなくて、全ての人が必要な食料だった

り燃料だったりそこで苦しんでいる。ここに

きて賃金も上がってきています。これまでに

ないような人件費の値上がりもしています。

賃金も上がっています。それは事実ですけれ

ども、なかなか地方として、そこまで都市部

のように給料が上がっているか。今、本当に

国では物価を上回る賃上げ、これが基本だと

いうのは、与野党問わず一致しています。た

だ、そこがなかなか物価を上回る賃金アップ

までにはいっていない。その中で今どうする
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んだということだと思います。 

   とりわけなかなか賃金が上がりませんとい

うところについては、都市部以上に地方が苦

しい状況です。例えばガソリンの問題にして

も、東京とは違って、首都圏とは違って、都

市部とは違って、自動車は必需品です。そう

いった意味で、ガソリン税にしても、税制に

しても、所得税にしても、様々な分野で、根

幹として国で今るる議論がなされているとい

うことは当然ですし、じゃあ首長として、そ

れは国の問題だということで見ているのか。

決してそんなことはありません。そういう中

で、今、3,000円の応援券なり、あるいは農業

分野にしても、物価高騰に対する、国・県、

そういった施策の中で町としてどこができる

か。国は1,000億円オーダー、県は100億円オ

ーダー、町は1,000万円オーダーというところ

です。そういう中で応援券をするにしても、

１世帯に1,000円配るにしても7,000万円、

3,000円配るにしても２億円を超える、そうい

った財源が必要になってきます。そういった

意味で、都市計画税というのはアッパーが決

められていますけれども、その中では、比較

的、自由に町で設定できるでしょうという点

からなじむんじゃないのというのが議員の今

回の質問の趣旨かと思っています。ですから、

最後の締めの答弁の中で、物価高騰対策とし

ては、都市計画減税はいかがなんでしょうと、

課題が多いですよねということで申し上げま

した。今の町でやっている対策で十分だとも

思っていません。 

   そういう中で、これから国の動きなり県の

動きなりも踏まえて、町として、今、私が扱

っているお金は、困っている方々から頂いて

いる税金ですから、それをどうしっかり有効

に使っていくか。そこは、全体として見える

形での効果ということを考えれば、国の施策

をしっかり見極め、県の施策を見極め、その

上に、そこで絶対町でないとできない分野が

あります。そこにしっかり税金を投入する、

そういう考え方で私はこれまでもやってきて

いますし、これからもやってまいります。 

○丹野貞子議長 「９番佐藤修二議員」 

○９番（佐藤修二議員） 町長に一般質問を通じ

て言いたいのは、町民は大変だということで、

その町民の大変さは町長も理解してくださっ

ているようですし、町としてやれることはや

っていくというお答えですので、なるべく対

応というのは、いつも言うとおり行政はスピ

ード感が大事ですので、私は一例として都市

計画税というのを挙げました。現に、県内ほ

とんどが0.3％の最高限度額の中で、お隣の東

根市だけちょっと低い、下げている。だから、

そういう対応もこのまちの魅力の一つになる

んじゃないかと。そういう対応をして減税す

るというのも、町民が大変だったら減税をす

る。国が減税をしたんだったら税率をまた戻

せばいいわけでありますので、私は、そうい

う町民の苦しい今の生活に対して手を差し伸

べられるのは町長しかいない。国がやらない

んだったら町がしっかりやるという姿勢が大

事だということで一般質問をさせていただい

たところであります。町民の生活の苦しさは、

町長もしっかり理解してくださっているよう

ですので、以上で質疑を終わります。 

○丹野貞子議長 以上で、９番佐藤修二議員の一

般質問を終わります。 

   ここで11時30分まで休憩とします。 

     休 憩  午前１１時１５分 

     再 開  午前１１時３０分 

○丹野貞子議長 議長から申し上げます。 

   先ほど一般質問を行った９番佐藤修二議員

から質問の中の発言の一部を取り消したいと

の申出がありますので、これを許可したいと

思います。 

   「９番佐藤修二議員」 
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○９番（佐藤修二議員） 先ほど一般質問の最中 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・の発言を私がしてし

まった。それは取り消したいと思いますので、

よろしくお願いします。 

○丹野貞子議長 次に、３番林智議員。 

   「３番林智議員」 

○３番（林智議員） それでは、本日３人目とい

うことで一般質問を行わせていただきます。 

   資源であり未来への財産である文化財を、

町がこれからも歴史の息づくまちとして次代

につなげるために、質問事項１として、町と

して文化財の指定を積極的に行い、特別交付

税等の活用を合わせながら文化財の保存と地

域活性化を図ることについて伺います。 

   河北町は、ベニバナ交易をはじめとした豊

かな歴史と文化に育まれてきたまちであり、

町内には多くの史跡や歴史的建造物、民俗資

料など、地域の誇りとも言える文化財が点在

しています。 

   こうした文化財は、町民の暮らしや風土に

根差したものであり、地域の記憶を次世代に

受け継ぐ貴重な資産です。これらの文化財は、

年月の経過や環境の変化により劣化・散逸の

危機にもさらされています。現在の河北町で

は、歴史と伝統があるという慢心感が見られ、

そのため、資源であり未来への財産である文

化財を活用し切れていないとの声も聞かれま

す。町として文化財の保存・継承により力を

入れ、守るだけでなく生かすという観点がよ

り強く求められていると感じております。 

   歴史的価値のある文化財をきちんと指定す

ることにより制度的な保護が可能になるとと

もに、町の歴史資源としての正式な認知につ

ながります。そして、文化財の指定は、観光

や学習、体験などの地域振興施策に活用する

ための道具として、町全体の魅力づけになる

のではないでしょうか。 

   また、特別交付税の中で第３号項目に文化

財に関する事項があり、文化財の登録・指定

において、件数に応じた文化財保護に関わる

特別交付税が交付される仕組みがあり、これ

を活用することにより、文化財の保存及び活

用に対する町の財政的な支えにもなり得ます。

言い換えれば、文化財の指定・登録は、財政

運営の中でも一定の効果を持つ戦略的な選択

肢であると捉えることができます。 

   例えば友好都市である藍住町では、伝統産

業の象徴である藍の館において、来館者が展

示内容をより深く理解できるよう、ＡＲ（拡

張現実）技術を導入しています。現物の展示

だけでなくデジタル技術を駆使することで、

文化財の魅力を視覚的・体験的に伝えること

が可能になり、来訪者の満足度や理解度の向

上にもつながっていきます。 

   このような事業も、文化財の地域振興や観

光戦略に取り入れていく上で非常に参考とな

るものであり、本町においても、今後、紅花

資料館など既存施設における展示整備や体験

型プログラムの導入を検討する際、ＡＲ技術

などを活用したデジタル施策が有効であり、

それに向けた財源の確保が必要であると考え

ます。 

   さらには、これらの取組に対しては、新し

い地方経済・生活環境創生交付金等の活用も

視野に入れることで事業の実施につながるの

ではないでしょうか。地域に根差した歴史資

源を軸に、地域経済、教育、観光が連携する

形での総合的なまちづくりを実現できるので

はないかと期待しています。 

   今後は、町内に点在する文化財の中から未

指定のものの洗い出しを進め、計画的かつ積

極的に指定を目指していくことが必要です。

その際、地元の関係者や文化財保護審議会、

歴史研究者などと連携した体制の構築と町民

の協力も欠かせません。 
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   そこで、質問要旨１としまして、現時点で

の町指定文化財の件数・内訳、そして、未指

定ながらも指定に向けた候補の文化財の把握

状況について伺います。 

   質問要旨２として、現在、本町では、文化

財指定に伴う特別交付税の交付をどのように

活用しているのか。また、今後、さらに指定

を推進することで特別交付税の対象を拡大し、

文化財の保護・活用につなげることについて

どのように考えているのか伺います。 

   質問要旨３として、文化財を生かした地域

活性化と交付税措置の効果的な施策活用とし

て、指定された文化財を活用し、地域の観光

資源や教育・交流の場として発展させていく

に当たり、特別交付税や新しい地方経済・生

活環境創生交付金を活用した新たな施策展開

という考え方について伺います。 

   文化財は町の資源であり、未来への財産で

す。河北町がこれからも歴史の息づくまちと

して次代へと誇れるまちであり続けるために

も、文化財の指定を積極的に行うことで、文

化財の保護と活用に関する交付金等を活用し、

将来にわたる地域活性化の礎とすべきです。

町民と共に文化財を守り生かすまちづくりの

実現に向けて、町としての前向きな姿勢を強

く求めます。 

   次に、質問事項２として、児童・生徒が屋

外で活動する際の紫外線から目の保護につい

て、健康リスクと教育的配慮の観点からサン

グラスの着用の推進について伺います。 

   近年、紫外線の量は、地球環境の変化もあ

り年々増加傾向にあると報告されています。

紫外線は、皮膚だけでなく目にも悪影響を与

えることが医学的に明らかになっており、ま

た、環境省より出されている紫外線環境保健

マニュアルにも紫外線と目の関係が記載され

ており、子供たちの健康を守る観点からも見

過ごせない問題と考えています。 

   具体的には、紫外線を長時間浴びることで、

将来的に白内障や緑内障などの眼疾患のリス

クが高まることが指摘されています。また、

紫外線が目から入ると、体内の自立神経に影

響を与え、肉体的な疲労感や集中力の低下を

招くことも分かっています。これは、学習効

率や体力活動などにも関わる重要な健康課題

です。 

   このような状況にもかかわらず、屋外での

体育や様々な活動、外遊びといった学校活動

においては、帽子の着用こそ進んでいるもの

の、目を守るサングラスの使用は、まだまだ

一般的ではありません。サングラスはおしゃ

れ目的、学校にはふさわしくないといった従

来の価値観が根強く見られるように受け止め

られます。 

   一方、学校のプール活動では、塩素による

目への刺激を防ぐ目的でゴーグルの着用が常

識となっています。同じように目を守るとい

う目的であれば、サングラスの使用も十分に

教育的・保健的意義があるはずです。健康を

守る合理的な配慮と位置づけし、町内の小学

校においても、今後は紫外線対策の一環とし

て、帽子と同様にサングラスの使用について

柔軟な考え方を周知し、保護者、地域の理解

を促し、使用を促す取組が必要と考えます。 

   そこで、質問要旨１として、紫外線量の増

加が児童の目に与える影響について、町教育

委員会としてどのように認識しているのか。

また、白内障や緑内障などの将来的なリスク

についての見解はどのように捉えているのか

伺います。 

   質問要旨２として、紫外線が目に入ること

で肉体的疲労や集中力の低下が生じることに

ついて、学校での活動や家庭での活動への影

響をどのように捉えているのか伺います。 

   質問要旨３として、町内小学校でのサング

ラス使用に関する現状はどうなっているのか。
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教育的配慮として、プール活動時のゴーグル

着用と同様に健康を守る合理的配慮と位置づ

けし、児童・生徒及び保護者、教職員への啓

発を進め、サングラスイコール特別なもので

はなく、自らの健康を守る日常的な道具とし

て認識させる健康教育の充実を図るべきと考

えるが、町としての考えを伺います。 

   サングラスの着用は、決しておしゃれや特

別扱いではなく、紫外線から目を守るための

予防医学的な対応であり、学校教育における

健康管理の一環として正しく位置づけるべき

時期に来ていると考えます。「かほくっこ」

こども未来宣言の町として、子供たちの未来

のために、将来の眼病リスクや心身に関わる

負担を未然に防ぐという観点から、教育委員

会、学校現場、保護者との連携の下、迅速な

意識改革を推進していただくよう提案すると

ともに、教育委員会の方針及び対応について

伺います。 

   次に、質問事項３として、リニューアルオ

ープンした河北児童動物園の運営体制につい

て伺います。 

   令和７年４月27日にリニューアルオープン

を迎えた河北児童動物園は、地域のにぎわい

創出や子供たちの学びの場として大いに期待

されており、ゴールデンウイーク期間中には

多くの来園者でにぎわいました。町内外、そ

して県外からも来園者が多く、新しくなって

見やすくなった、子供たちも喜んでいるとの

声が多数寄せられ、地域及び地域産業に寄与

できることが大いに期待される一方で、運営

面に関して幾つかの課題が見受けられます。 

   １つは、トイレの開放時間です。リニュー

アル前は24時間使用可能であったにもかかわ

らず、現在は午前９時から午後５時までと限

定されており、それ以外の時間帯では、施錠

され使用できない状況であります。 

   「かほくまなび館ずーいく」の建設計画当

時から、私が当時所属していた総務産業常任

委員会及び議員全員協議会においても、トイ

レの開放時間においては意見させていただき

ましたが、町担当部局では、「夜間の安全管

理上の問題から閉鎖する」との説明でした。 

   しかし、実際には、５時以降にも園内や周

辺で遊ぶ子供たちが多く見られ、トイレが使

用できず困っているとの声が来園者からも上

がっています。トイレを必要とするのは主に

小さな子供たちであり、現状の運営では、児

童・幼児を主な利用者とする施設として役割

を果たしていないのではないかと懸念されま

す。特に５月から10月にかけては日も長く、

午後６時や午後７時頃まで遊んでいる親子連

れも少なくないため、現在の時間的運用が実

態に即していません。 

   さらに、ゴールデンウイーク中のような混

雑時においても、園内に飼育員や関係者の姿

が見えず、分からないことがあっても誰に聞

いていいか分からない、家族でご飯を食べに

行きたいけれども誰に聞いていいのか分から

ないといった声も寄せられておりました。 

   また、「かほくまなび館ずーいく」の運営

ですが、リニューアルに伴い、新しくオニオ

オハシのトロちゃんも加わり、ウサギやモル

モット、ハリネズミなど、来園者にとても高

評価を得られていますが、新たな施設「かほ

くまなび館ずーいく」の運営に伴い、展示内

容や運営及び管理の形態が変更されたことに

より、以前の剥製館の運営時と比べ勤務スタ

ッフの負担が増えているようですが、スタッ

フの勤務体制などをどのように検討していた

のか。リニューアルオープンに際し、来園見

込みや運営状況の見通しが難しかったのかも

しれませんが、町制施行70周年記念事業にも

位置づけられていた事業であったことも踏ま

え、今後の対策・対応について伺います。 

   そこで、質問要旨１として、トイレの開放
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時間について、特に夕方５時以降も子供たち

が遊んでいる実態を踏まえた柔軟な運営が検

討できないか。また、安全性を確保しながら

夜間利用を可能とするための対策として、ト

イレの外部扉の開放について防犯カメラ等を

活用しながら講じる考えはないのか伺います。 

   質問要旨２として、来園者が多く予想され

る時期において、園内におけるインフォメー

ション業務をどのように捉えているのか。イ

ンフォメーション業務を通して町内への来園

者の誘導が町産業の活性化につながると考え

るが、今後の対応について伺います。 

   質問要旨３として、新たな施設の運営に伴

い、展示の内容や運営の形態が変更されたこ

とにより勤務スタッフの負担が増えているよ

うだが、スタッフの負担軽減や勤務体制につ

いてどのように対応していくのか伺います。 

   以上の質問を通じ、児童動物園が単なる展

示施設にとどまらず、子供たちと町民が安心

して集える場所として今後さらに親しまれる

よう、町の前向きな対応と改善を求め、再質

問を保留し、質問を終わります。 

○丹野貞子議長 ここで議長から申し上げます。 

   ３番林智議員の一般質問の途中ですが、こ

こで昼食のため午後１時まで休憩とします。 

     休 憩  午前１１時４８分 

     再 開  午後 １時００分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   ３番林智議員の一般質問に対する町長の答

弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 ３番林智議員の一般質問にお答

えいたします。 

   最初に、町として文化財の指定を積極的に

行い、特別交付税等の活用を合わせながら文

化財の保存と地域活性化を図ることについて

お答えいたします。 

   １点目の現時点での町指定文化財の件数、

内訳、そして、未指定の中で指定に向けた候

補の文化財の把握状況について申し上げます。 

   現在、河北町の指定文化財は76件でありま

す。種類別では有形文化財が一番多く66件、

次いで民俗文化財が６件、記念物が４件とい

う状況です。さらに、種別の内訳としては、

美術工芸品が最も多く60件、建造物が６件、

民俗文化財が６件、史跡・名勝・天然記念物

が４件という状況です。なお、現在、調査あ

るいは検討中のものはございません。 

   ２点目の今後さらに指定を推進することで

特別交付税の対象を拡大し、文化財の保存・

活用につなげることについてどのように考え

ているかについて申し上げます。 

   特別交付税は、補助金や交付金と異なり、

自治体の自主的な判断による様々な行政サー

ビスの財源として交付されている一般財源で

あります。町の文化財指定については、文化

財保護条例及び施行規則に基づき、その保護

価値を評価して行うものでございます。条例

等により指定された文化財につきましては、

その文化財の保護等に必要な財源に対する支

援として特別交付税が措置されるものであり

ます。 

   ３点目の文化財を生かした地域活性化と交

付税措置の効果的な活用として、指定された

文化財を活用し、地域の観光資源や教育交流

の場として発展させていくに当たり、特別交

付税や新しい地方経済・生活環境創生交付金

を活用した新たな政策展開という考え方につ

いて申し上げます。 

   特別交付税の活用につきましては、先ほど

申し上げましたとおりであり、一般財源でご

ざいます。また、デジタル田園都市国家構想

交付金に代わる新しい地方経済・生活環境創

生交付金等を活用した新たな施策展開という

ことでは、単に整備だけでなく、その後の維

持管理や活用などを考慮しながら検討する必
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要がございます。文化財活用に対するニーズ

を捉えるとともに、保存はもとより管理・活

用の可能性、そして実現性を見極めながら考

えていく必要がございます。 

   町指定文化財は、文化財保護法や山形県文

化財保護条例により、国指定・県指定の文化

財以外で町にとって重要なものについて、保

存と活用のため、必要な措置を講ずるため指

定するものでございます。河北町文化財保護

条例では、文化財として指定するためには、

教育委員会は文化財保護審議会に諮問するこ

とや、指定された文化財は、管理または修理

について補助金を交付することができること

などについて定めているところであります。 

   次に、児童・生徒が屋外で活動する際の紫

外線からの目の保護について、健康リスクと

教育的配慮の観点からサングラスの着用を推

進することについてお答え申し上げます。 

   まず１点目、紫外線の増加が目に与える影

響について、町教育委員会としてどのように

認識しているか。また、白内障や緑内障など

将来的なリスクについての見解はどう捉えて

いるのか、この点について申し上げます。 

   紫外線が与える目への影響として、白内障

や緑内障になるリスク等があることについて

は認識しております。町内の小中学校の校医

の先生に、目の影響についてご意見を伺った

ところ、屋外であるグラウンドで行う外遊び

や体育の授業等は問題ない。しかし、野球や

テニスなど長時間屋外で行う部活動等は、眼

科医の立場から言うと、サングラス等で目を

保護するのが望ましい。ただし、目が炎症を

起こしやすいなど個人差があることなので、

個人的に申出があれば対応する形でいいので

はないか。全員に対して保護が必要とまでは、

医師会で話題になったことはないとのことで

ございます。 

   また、過去に、本件に関する文部科学省や

山形県からの通知文書については、確認でき

ませんでした。 

   教育委員会では、紫外線が目に与える状況

に関して特別な指導や支援は行っておりませ

んが、今後、個人的な申入れや、日本でも紫

外線が与える将来的なリスクがよりクローズ

アップされるようであれば、医学的知見を踏

まえ学校でも対応していく必要があると考え

ております。 

   ２点目の紫外線が目に入ることで肉体的疲

労や集中力の低下が生じることについて、学

校や家庭での活動への影響をどのように捉え

ているかについて申し上げます。 

   子供たちの肉体的疲労や集中力の低下は、

様々な要因があると捉えております。現在、

教育委員会として、主たる要因として捉えて

いるのは、子供たちの生活のリズムです。早

寝、早起き、朝ご飯というフレーズがあるよ

うに、子供が規則正しい生活リズムで生活す

ることが、肉体的疲労の回復、集中力の持続

に一番重要であると考えております。そのた

め教育委員会では、各学校において日々の生

活の中でそのことに触れるようにしたり、「ほ

けんだより」を通してデータを基に、規則正

しい生活の大切さについて話したりするよう

に依頼しております。小学校３年生以上では、

保健の時間で学ぶこともございます。 

   紫外線が目に入ることで肉体的疲労や集中

力の低下が生じるようであれば、医学的知見

を踏まえて対応していく必要があると考えて

おります。 

   ３点目の町内小中学校のサングラス使用に

関する現状はどうなっているか。サングラス

を、自ら健康を守る道具として認識させる健

康教育の充実について、町の考え方を申し上

げます。 

   教育委員会では、サングラスの使用につい

て使用を促すような取組は行っておりません。
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また、これまで保護者から目の保護を理由に

サングラスを使用したいという声をいただい

たことはないということであります。ただし、

日差しに関して日焼け止めを使用したい、長

袖・長ズボンの着用を認めてほしいという声

を保護者から頂戴しております。その際は、

使用について、保護者と子供と約束事を確認

した上で許可しているとのことでございます。

サングラスに関しましても、保護者から相談

があった場合は、サングラスが学校における

教育活動に必要なものなのかを確認し、使用

については、保護者と子供と約束事を話し合

った上で対応する必要があると考えておりま

す。 

   次に、リニューアルオープンした河北町児

童動物園の運営体制について申し上げます。 

   まず１点目、トイレの開放時間について、

特に夕方５時以降も子供たちが遊んでいる実

態を踏まえた柔軟な運営が検討できないか、

また、安全性を確保しながら夜間利用を可能

とするための対策として、トイレの外部扉の

開放について、防犯カメラ等を活用しながら

講じる考えがあるか、この点について申し上

げます。 

   リニューアル以前に公園にありました公衆

用トイレにつきましては、24時間の利用が可

能でございましたが、このたびのリニューア

ルにおきましては、防犯面を考慮した結果、

展示施設と一体となっておりますことから、

新たな公衆用トイレの利用時間を「かほくま

なび館ずーいく」の閉館時間に合わせており

ます。また、谷地どんがまつりやイベント時

の夜間利用につきましては、担当職員が閉館

作業を行いますので、イベント終了時まで開

放する方針であります。 

   なお、平日の午後５時以降の対応につきま

しては、役場庁舎１階のトイレですが、平日

については、午後６時までは実態的に利用可

能となっておりますので、その周知を行って

おります。 

   今後とも、これまで同様の管理運営に努め

ながら対応してまいりたいと考えております。 

   ２点目の来園者が多く予想される時期にお

いて、園内におけるインフォメーション業務

をどのように捉えるか。インフォメーション

業務を通して、町内への来園者の誘導が町産

業の活性化につながると考えるが、今後の対

応についてという質問についてお答え申し上

げます。 

   現在、河北町児童動物園内に掲示板やパン

フレット置場を設置しております。その中で、

河北町児童動物園のイベントだけでなくて河

北町に関する情報を発信しております。町の

イベントだけでなく飲食店などの情報につい

ても設置しており、来園者を町内に誘導でき

るよう情報発信に努めているところでありま

す。 

   また、園内の案内といたしましては、正面

にある敷地の案内図などの設置を検討してお

ります。来園者が、どこに何があるかなど分

かるようにしていきたいと考えております。 

   ３点目、新たな施設の運営に伴い展示の内

容、運営の形態が変更されたことにより勤務

スタッフの負担が増えているようだが、スタ

ッフの負担軽減や勤務体制について今後の対

応、この点について申し上げます。 

   河北町児童動物園では、現在、飼育員が３

名、飼育補助員が１名、学芸員が１名、計５

名の会計年度任用職員が従事しております。

「かほくまなび館ずーいく」が午前９時に開

館し、午後５時に閉館となることから、時間

外勤務とならないよう、閉館時間の１時間ほ

ど前から「かほくまなび館ずーいく」内の飼

育動物の後片づけを行うことにしております。

「かほくまなび館ずーいく」内の清掃につき

ましては、シルバー人材センターに清掃業務
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を委託するなど飼育員の負担を軽減しており

ます。今後におきましても、飼育員の勤務体

制に無理が生じないよう継続的に飼育員と打

合せを行い、改善すべきは改善してまいりた

いと考えております。 

   以上、お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「３番林智議員」 

○３番（林智議員） それでは、改めて再質問を

させていただきます。 

   まず１点目、文化財の登録による特別交付

税に関してですが、その中の質問要旨１の中

で、今、答弁の中でお聞きした、指定すべき

文化財について、現在、調査あるいは検討中

のものはないというお答えでありましたが、

ないという判断というのは、町担当当局とし

ての見識なのか、または、町の文化財等に関

わる有識者、文化財保護審議会の見解なのか、

お伺いしたいと思います。 

○丹野貞子議長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場弘昭生涯学習課長 町として、教育委員会

としての把握及び文化財保護審議会の中でも

調査しているものということではありません

ということです。 

○丹野貞子議長 「３番林智議員」 

○３番（林智議員） 今、調査しているものはな

いということでしたが、では、これから調査

していきたいと考えているものはあるのか、

お聞きしたいと思います。 

○丹野貞子議長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場弘昭生涯学習課長 今、その状況を見極め

ているところであります。具体的にこれとい

うものは出ておりません。 

○丹野貞子議長 「３番林智議員」 

○３番（林智議員） もちろん具体的にというの

は、これからのことですので公表というのは

なかなか難しい部分であると思いますが、文

化財に関わられる方とお話ししたときも、そ

ういった方々からしてみれば、もっとこうい

ったものを登録していきたいという考えもあ

るという話も聞いたことがあります。そうい

った中で、町担当課だけでなく、そういった

有識者の方々としっかり意見を交換しながら、

河北町に残すべき文化財としてどのようなも

のをやっていくのかを、ぜひ積極的に登録に

進められるように話合いをしていただければ

と思っています。 

   それでは、２点目の町の文化財指定につい

て、文化財保護条例及び施行規則に基づき保

護価値を評価して行うものということで条例

等により指定された文化財については、その

文化財の保護等に必要な財源に対する支援と

して特別交付税が措置されるということで、

今、町長からも説明がありました。 

   そこで、町担当当局の見識を改め、保護価

値の評価基準、こういったものをもっとやる

べきではないか。もちろん、今、最初にお聞

きした部分でありますが、そういったことを

合わせながら、これまで以上により細やかな

指定ということに取り組むという検討はなさ

れることができるのか、お聞きしたいと思い

ます。 

○丹野貞子議長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場弘昭生涯学習課長 まず、文化財を指定す

るもの、何をというところになるわけですが、

ほとんどが町所有ではなく個人所有のものが

多くあります。個人所有のものでも、次世代

につなげていきたい、大切なものだというこ

とで、それを町として指定をして制約をかけ

ていくことになります。ですから、個人所有

のものに町が制約をかけてしっかりと保存を

していくということになれば、末代までとい

いますか、子供も孫もそれを受け継いでいく

ことになりますし、大変だという話もそこは

聞いているところです。ですから、本当に重
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要なもの、残しておきたいものについては、

町としてそれを指定しながら、そこには、個

人所有のものでありますので許可といいます

か、しっかりと話をした中でそのもの、それ

が有形なのか無形なのかいろいろありますが、

特に有形文化財であれば、壊れる、傷つく、

あるいは生き物であれば枯れてしまうとか、

いろんなこともあって保存が大変だというこ

ともあります。ですから、しっかりと保存を

していくために所有者との協議も必要であり

ますし、町としては、その後も補助金という

形で、ただ、全額ではないので、確かに財政

負担にもなるということも考えられます。そ

んなことから、しっかりと町にとって保存が

必要なもの、そして有効活用できるものなの

かというところも含めて調査検討をしながら

指定を行っていきたいという考えであります。 

○丹野貞子議長 「３番林智議員」 

○３番（林智議員） 今、課長からもお答えがあ

ったように、文化財は、町民の個人の所有物

というのは私も十分承知しております。この

河北町がこれからより進んでいくために、町

当局だけでなく町民と共につくるまちづくり

というのがとても大切になると私も思ってい

ます。 

   そういった中で、文化財を起点としたまち

づくりという観点から町民の方にも協力いた

だく、理解いただく、そういったことがとて

も大事だと思っています。文化財をそういっ

た皆様の協力の中で指定につなげ、保存する

ことによって、それが様々な町のＰＲにもつ

ながるわけですし、文化財を登録することに

よって、その文化財を保存・保護するための

事業というものも発生します。また、それを

管理するための活動というものも発生してき

ます。そういった中で地域の方との交流・協

力をする中で、地域への委託事業ということ

も考えられると思いますので、地域の活性化

につながる部分だと思っています。そういっ

た観点から、文化財というものをこれまで以

上にしっかり登録するというのが大事だと思

っています。 

   例えば、先ほどの質問要旨３で聞きました

が、特別交付税や新しい地方交付税、新しい

地方経済・生活環境創生交付金などを活用し

た新たな施策展開と合わせながら様々な事業

を行い、文化財活用に対するニーズを捉えな

がらということで先ほどもありましたが、こ

のように活用することによって様々なことを

やっている自治体もあります。 

   例えばある自治体では、文化財を6,600件登

録している自治体があるとお聞きしました。

そういった中で、6,600件登録してあるので特

別交付金を6,600万円以上は頂いているとそ

ちらの自治体からもお聞きしています。もち

ろんそれは、町長答弁の中でもあったように、

登録した文化財の保存・活用という部分に関

わることではありますが、そういったことを

活用しながら地域にいろいろな活動の管理等

の活性化に至る部分であると思っています。

そのように河北町でも文化財の登録基準とい

うのを新たに検討することを改めてお聞きし

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

○丹野貞子議長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場弘昭生涯学習課長 数多く登録をするとい

うことは、その分、それだけ町にとって、今

後、例えば維持管理する上で補助金として交

付することが出てくる可能性があります。個

人所有ですので、維持管理のためにかかる費

用は、基本的には、個人所有の方が維持管理

のための費用としてしっかりとしていくべき

ところではありますが、そこだけでは難しい

ということで補助金の交付規定をつくってい

るところであります。町としてもその件数分

だけ維持管理が必要だということで、補助金

の申請があればそれを交付する必要も出てく
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るし、個人所有の方もしっかりと維持管理す

るためにそれなりの費用も手間もかかってく

るということでありますので、そういったこ

とをしっかりと認識した上で登録をしていき

たいとは思っています。 

○丹野貞子議長 「３番林智議員」 

○３番（林智議員） ありがとうございます。も

ちろん登録した分、様々な手数がかかること

は私も承知をしております。ですが、そうい

った中で登録の仕方というものをしっかり考

えて、例えば何々群という形で数十個のもの

を一つの文化財という考え方ではなく、一つ

一つが価値のある文化財ということで分割し

て登録することにより、様々な保護の対象と

いうのを広げ、そして、助成なりそういった

部分の活用というやり方を広げることも可能

と考えています。様々な活用の仕方、補助の

仕方というものがあると思いますので、その

辺のところを、文化のまちと言われている河

北町ですので、この文化を後世に伝えていく

ためにも、しっかりとこういった制度を活用

しながらやっていくことがとても大事だと思

っています。やらない理由を探すのではなく、

どうやったらやれるか。もちろんそれは、常

日頃やっていただいていることではあると思

いますが、ここでいま一歩、これをどうやっ

たらやれるのか、そういったところが新しい

まちづくりへの第一歩だと思っています。ぜ

ひ文化財を活用した交付金制度等をいま一度

検討していただければと思います。よろしく

お願いします。 

   質問事項２として、サングラスの活用とい

う部分でお聞きしました。先ほどの答弁の中

でも、遊びや体育の時間は問題がない。長時

間、屋外で行う部活動等では、個人差はある

が、サングラス等で目を保護するのが望まし

いとお答えがありました。 

   しかし、体育の時間という１時間程度の時

間ではなく、例えば運動会や体育祭等、長時

間の活動も学校活動の中では見込まれます。

もちろん近年は、熱中症対策等の観点から競

技を分断したり、児童・生徒を入替えしなが

らという形での配慮も認識していますが、そ

れでも長時間の活動であると受け止めていま

す。そういった中で、子供たちの目を守ると

いう観点から、しっかりとそういった活用と

いうものを検討していくことが大事だと思っ

ています。県や国からの指針が来てからとい

うのではなく、子供たちのためということで、

町独自として河北町が率先してほかの地域の

先進地となるよう取り組むことがとても大切

だと思っています。 

   そしてまた、今、聞きました２点目の中で、

紫外線が目に入ることによる肉体的疲労や集

中力の低下が生じるというのであれば、医学

的見地を踏まえて対応していく必要があると

考えているとのことでしたが、調査研究され

ている先生によっても様々な結果、考え方が

あると思いますが、10年後、20年後に紫外線

対策をしていた方々と対策をしていなかった

方々では、比較研究によると、大人になって

からの白内障等のリスクが２倍以上違うとい

う話になっています。もちろん先ほどの答弁

の中でもリスクは把握しているとのことでし

たが、そのように実例として報告も上がって

いますので、何かがあってからというのでは

なく、率先した対応ということをお願いした

いと思っています。 

   また、その中で３点目、サングラスの使用

状況においては、現在は取組は行っていない

ながらも、保護者からも問合せがないという

話ではありますが、私たちもそうでしたが、

そもそも学校にサングラスというのはいけな

いと受け止めている方が多々いると思います。

大人の方は、まぶしければサングラスをする、

車を運転するときはサングラスをする、ひい
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ては、学校の先生方でも外の授業のときはサ

ングラスをされている方も見られます。そう

いったことを、町が率先して子供たちに、保

護者に目の安全というものを提言していくの

がとても大切だと思いますが、その件に関し

てどのようにお考えか、お伺いしたいと思い

ます。 

○丹野貞子議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 議員の先見的な心配からサン

グラスの効用ということで大変理解している

ところであります。サングラスの効用を考え

ますと、まぶしさを防ぐ、それから紫外線を

カットする、そういったところがあります。

そして眼精疲労を防ぐ、それから目の変化や

病気の予防に役立つ、そういったことも重々

承知しているところです。手放しでしている

のではなくて、その都度、学校での指導はお

願いしているところです。例えば、間もなく

水泳授業が始まります。紫外線を浴びないよ

うに時間的な配慮をよろしくお願いするとか

そういったところ、それから、新聞等を拝見、

あるいはマスコミでも、いわゆる紫外線注意

報なんかも出されています。そういったとこ

ろも配慮しながら日頃の教育活動で善処して

ほしいということで指導はしているところで

あります。 

○丹野貞子議長 「３番林智議員」 

○３番（林智議員） 様々な配慮をいただいてい

るということで、ありがとうございます。 

   最初の私の質問の中でもお話しさせていた

だきましたが、プールという例えをさせてい

ただきました。私たちが子供の頃は、プール

の授業は、まずゴーグルというものは使用し

ていませんでした。プールに入った後に目を

洗えばいいということで、特殊な水道のよう

なところで目を洗っていたりしたんですが、

現在は、多くの子供たちがプール用のゴーグ

ルをつけてやっていると思います。あれは、

水の中で目を開けやすいようにということで

はなく、プールの中の塩素から目を守るため

のゴーグルであります。 

   そのように、時代とともに変化する中で、

サングラスというのは、様々な配慮はいただ

いているというものの、これから年々紫外線

量が増えてきているという観測結果もある中、

必ず必要になってくることであります。こう

いったことを先進的にやることが、子供たち

の未来を考えるまち、子供たちの安全を考え

るまちとしてとても大事だと思っています。

そういったことをしっかりともちろん考えて

いただいている中で、いま一歩を踏み出すよ

うなまちであれることを河北町に期待して、

２番目の質問を終わらせていただきます。 

   最後に、質問事項３ということで、今年リ

ニューアルオープンした河北児童動物園に関

してですが、トイレの開放時間は、先ほどの

説明の中でも安全を考慮されたということで

ありますが、町なかにある都市公園として、

早朝及び夕方以降に使えないというのはいか

がなものかと。もちろん子供たちもそうです

が、それ以外にも、朝晩、まちの中を散歩さ

れている方もいらっしゃる中で、通りかかっ

たけれども使えないというのが大変聞こえて

います。何で今まで外にやっていたものをな

くして中にだけになったんだという声も聞い

ています。その辺、町なかの都市公園という

位置づけとしてトイレはこのままでいいのか、

これから検討課題となり得るのか、そこをお

伺いしたいと思います。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 お答えいたします。 

   河北町児童動物園は、都市公園の一部には

なっておりますけれども、児童動物園として

の運営をさせていただいておるところでござ

います。朝、夜、どれだけの人がトイレを使う

のかというところは、私個人的には、そんな
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にいないのかと思っております。我々のとこ

ろにも、早朝にトイレが使えないとか、夜間

に使えないとか、そういった意見は現在のと

ころ届いておりません。３週間ほど前から私

は週末の夕方６時以降、動物園内を拝見させ

ていただいておりますが、混雑しているのは

日中の時間であって、夕方６時以降には、一

握りの人数しか見受けられておりません。そ

の中でどれだけの方がトイレを活用するかと

いったところでは、非常に少ないのではない

かと認識いたしております。また、平日の夕

方につきましては、町長答弁にもございまし

たとおり、６時までは庁舎１階のトイレが利

用できると、そういったところでご協力を求

めながら進めてまいりたいと考えております。 

○丹野貞子議長 「３番林智議員」 

○３番（林智議員） ありがとうございます。課

長もこういった形でいろいろ見ていただいて

いるのは、大変ありがたいことであります。 

   私もこういった質問をさせていただく上で、

できるだけ夕方等、公園を見て回らせていた

だいていますが、先日、金曜日でしたか土曜

日でしたかも回っているときに、何でここが

夕方使えないんだということを言われていま

す。町には届いていないということでありま

すが、私たち議員というのは、町民の声をこ

こで届けるためにいるわけですから、そうい

ったところに声が届くのかもしれません。私

のところには、複数名の方から届いています。

そして、トイレを使う方がそんなにいないか

もしれないという話でありますが、１人だか

ら要らない、２人だから要らないということ

ではないと思います。100人だから必要とか２

人だから要らないという判断ではなく、そこ

にトイレがあるということを認識している

方々の必要に応じていくのが公衆トイレとい

う立場だと思っています。そのところをしっ

かりと、今後、再検討していただければと思

っています。 

   では、続いて２点目でありますが、来園者

が多いときのインフォメーション業務につい

てであります。 

   掲示板やパンフレットを設置してあるとい

うことではありますが、実際に、先日、ゴー

ルデンウイークのときなども、大変混雑して

いる中で、町内の飲食店がどこにあるんだと

か、これぐらいの人数で入るにはどこに行っ

たらいいんですかということも聞かれました

し、聞いている状況も拝見しました。そうい

った中で、河北町は動物園を観光資源として

リニューアルして大々的にＰＲしているわけ

ですから、そういった大勢の方が集まるとき

に、動物園に来た方を町の中に誘客するため

にも何かしらそういったことが必要なのでは

ないかと思うのですが、そのことについて、

いま一度、改めてお伺いします。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 お答えいたします。 

   そもそも動物園でインフォメーション業務

というのは、これまでも行っておりません。

インフォメーション業務に特化したことでは

なく、もちろんお尋ねがあったときは職員が

丁寧にご案内する、そういった業務の一部と

して行っております。 

   現在も、３つ目の質問で職員体制について

ということで出てきますが、業務が増えたと

いうことは我々も認識いたしております。そ

の中で、飼育員が飼育業務に当たっている際

にはなかなか対応できないと、そういった実

情もございますので、職員の負担にならない

ようにパンフレット等を置かせていただいて、

来園者の方には、掲示板に掲示するイベント

情報とかそういったところでご理解をいただ

いておるところでございます。特に飲食、肉

そば関係のパンフレットを置いていますが、

すぐになくなる状況でございますので、そう
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いったところを中心に、来園者の皆様には町

内で飲食を取っていただくような周知を図っ

てまいりたいと考えております。 

○丹野貞子議長 「３番林智議員」 

○３番（林智議員） 様々対応していただいてい

ることも承知していますし、大変ありがたく

思っています。そういった中でこの河北町児

童動物園リニューアルの成功というのは、動

物園に人がたくさん来たから成功ということ

ではなく、そこから町内にいかに人が流れる

か、引っ張れるか、そこが本当の成功の着地

点と思っています。ぜひそうできるように、

これからも様々な方法での町内産業へのＰＲ

というものをお願いしたいと思います。 

   今、課長の答弁の中でも、職員の負担とい

う部分での言葉もありましたが、新しくなっ

て動物も増えたり、施設も新しくなったとい

うことで、職員が大変忙しくされていること

も拝見させていただいております。そして、

いろんなお話をお聞きしますと、以前は博物

館が４時だったのに現在５時までということ

で、もちろん展示してある動物は、４時ぐら

いから片づけ、片づけという表現でいいのか、

お休みに入っていただくということでありま

すが、建物が５時ぎりぎりまで開いていると

いうことで、足元の悪い日なんかは、どうし

ても汚れた靴で入られると館内が汚れたまま

になってしまうので、次の日のこともあるの

でということで、そういった動物のゲージの

掃除に合わせながら館内等の掃除も行わねば

ならず、大変業務的に忙しいとお聞きしてい

ます。 

   そういった中で、救護所というものを河北

町児童動物園は兼ねているわけではあります

が、そういったケアという部分も含めながら

大変スタッフ的には負担が増えていると聞い

ております。また、救護動物をケアするに当

たり、様々な備品や用品等の不足ということ

もあるのではないかと思われるんですが、そ

ういったスタッフの人数体制や備品の整備等

においてはどのようになっているのか、お聞

きしたいと思います。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 お答えいたします。 

   飼育員の体制につきましては、先ほど町長

答弁でもございましたように、飼育員が３名、

飼育補助員が１名で学芸員が１名ということ

で、さらにはシルバー人材センターに清掃業

務を委託しておる状況でございます。 

   救護された動物に関しては、もちろん職員

の負担もございますけれども、獣医師による

処置等も実際は行っておるところであります。

我々といたしましては、全て飼育員の皆さん

に業務をお任せするということではなく、不

足になった場合においては、担当職員が協力

して業務に当たっている状況でございます。

もちろん土日に開催しておりますイベント等

につきましても担当職員が業務に当たってい

るということで、飼育員と職員が協力して運

営を行っているというところでございます。 

   今後におかれましては、業務が増えている

ということは承知いたしております。まだオ

ープンして２か月足らずでございます。今後、

夏場の業務等もございますので、そうしたと

ころは、飼育員と意見を交換しながら飼育体

制をどうしていくかということは、検討して

まいりたいと考えております。 

○丹野貞子議長 以上で、３番林智議員の一般質

問を終わります。 

   ここで議長から申し上げます。 

   本日午前中の一般質問で、９番佐藤修二議

員より発言の一部を取り消したい旨の申出が

ありましたが、これを許可することについて

ご異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 
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   それでは、ここで13時55分まで休憩としま

す。 

     休 憩  午後１時４２分 

     再 開  午後１時５４分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   次に、13番吉田芳美議員の一般質問を行い

ます。 

   「13番吉田芳美議員」 

○13番（吉田芳美議員） それでは、13番、一般

質問を行います。 

   通告に基づきまして、質問事項の１、会計

年度任用職員の公募方法の見直しについてお

伺いいたします。 

   町の会計年度任用職員は、令和７年４月１

日現在で99人です。様々な職種で活躍いただ

いており、今や自治体業務には欠かせない人

材となっています。しかしながら、当町に限

らず毎年度の公募による更新決定までは、現

職の任用職員によって不安やストレスを感じ

ている実態もあります。理由は身分の不安定

さです。 

   令和７年度河北町会計年度任用職員の募集

案内が１月15日配布の町報に掲載されました。

職種が総合案内員、防災専門員、介護認定調

査員、保健師、地域おこし協力隊員（道の駅

支援員）、改善センター管理人、地域コーデ

ィネーター、学校図書館司書、学校給食配膳

業務員、学校業務員、学習生活指導補助員な

どで、申込み期間が翌日の１月16日から１月

31日まで。その後、書類審査と面接試験が行

われ、結果は２月中旬から下旬にかけて通知

され、不採用と２月末に通知を受けた現職の

方は、３月は任用職員としての勤務もあり、

４月以降の就職活動も極めて厳しいものがあ

ると推測されます。業務の必要性や任用期間

中の勤務状況を考慮して、次年度以降も再度

の任用を行う場合があると募集要項に記載さ

れています。相応に評価されている人であれ

ば、任用開始から３年までは公募なし継続任

用、また、町報掲載の募集は、４年目で公募

が義務づけられている職務と新規の職務とお

聞きしています。 

   ３点質問します。 

   １点目は、公募の対象となる現職の会計年

度任用職員にとって、採用可否の通知を待つ

までの間、不安やストレスを感じていること

への行政認識について伺います。 

   ２点目は、国では、公募によらない任用も

可能とする動きもあり、近隣市では、既に専

門職の任用方法から検討とありました。河北

町行政の考え方を伺います。 

   ３点目は、任用職員の評価とモチベーショ

ンやスキル向上に向け、どのような計画を立

てて実践しているのか伺います。 

   続きまして、質問事項の２に入らせていた

だきます。 

   サン・コーポラス河北（定住促進住宅）の

住環境についてお伺いいたします。 

   最初に、令和６年度に実施した若者回帰に

向けたお部屋丸ごとリノベーション、３ＤＫ

から２ＬＤＫ、和室から洋室に変更、予約申

込みをされた２世帯の子供のいる家族が既に

入居済みです。１部屋の改造に1,000万円と伺

っています。家賃も月額４万5,000円と手頃な

価格設定であり、人気がある事業と予測され

ます。令和７年度以降の事業推進に当たり、

事業規模や今後の方向性についてお伺いいた

します。 

   次に、町内で働く企業の社宅扱いでサン・

コーポラス河北に外国人入居者が増えていま

す。現在の入居状況と、今後、どの程度まで

外国人枠を考えられているのか。また、生活

指導についてどのようにされているのか、お

伺いいたします。 

   次に、駐車場の除雪費負担が自治会となっ

ていることについて伺います。 
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   駐車料金１台当たり月900円で、190台分が

安価で確保されています。駐車料金は、家賃

とともに行政が徴収しています。課題は、駐

車場利用者の減少です。若者の入居が減り、

高齢者は車を手放し、外国人は自転車です。

駐車場の除雪費は、以前から自治会負担とな

っています。サン・コーポラス河北の自治会

費は、年間１世帯当たり6,000円を徴収してい

ます。支出としては、施設内の環境整備費と

して草取りや芝刈り、清掃活動、そしてイベ

ント開催、最後に駐車場の除雪費充当となっ

ています。入居者世帯の減少で自治会費も減

少し、さらに除雪費負担は自治会に重くのし

かかります。駐車場を利用していない方には

不公平感も生まれます。今後も入居者の増加

や駐車場利用者の増加は厳しいものと推測さ

れます。 

   ３点質問します。 

   １点目は、リノベーション物件の状況と今

後の方向性について伺います。 

   ２点目は、外国人入居者数の実態と今後の

見通しや生活指導体制について伺います。 

   ３点目は、駐車場の除雪費を行政負担で行

うことについてお伺いいたします。 

   続きまして、質問事項の３に入らせていた

だきます。 

   西村山地域の新病院建設候補地絞り込みに

関するその後の動きについて伺います。 

   なお、私の一般質問全文は、５月16日に提

出していることをご承知おきください。 

   県立河北病院及び寒河江市立病院の統合再

編・新病院整備基本計画の中で立地場所選定

が進められていますが、令和７年度は第２段

階ステップで、建設候補地として７か所の中

から立地条件に照らし、建設候補地を１か所

から２か所に絞り込み、そして、さらに第３

段階で１か所を決定するとなっています。こ

れらのことへの県からの最新状況を伺います。 

   質問は、新病院建設費は、県立河北病院地

を含め７か所から絞り込まれ、令和７年度中

に１か所に決定すると聞いているが、現時点

での動きはないのか、お伺いいたします。 

   再質問を留保し、一般質問を終わります。 

○丹野貞子議長 13番吉田芳美議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 13番吉田芳美議員の一般質問に

お答えいたします。 

   最初に、会計年度任用職員の公募方法の見

直しについてお答えいたします。 

   １点目の公募の対象となる現職の会計年度

任用職員にとって、採用可否の通知を待つま

での間、不安やストレスを感じていることへ

の認識について申し上げます。 

   会計年度任用職員は、令和２年４月の地方

公務員法の改正により導入されました。従来

の非常勤職員や臨時職員に代わって設置され

た非常勤の地方公務員であります。法改正に

より、会計年度任用職員としての任用方法や

服務規律などが整備され、採用は、書類審査

及び面接による選考試験によって行い、任用

を年度の範囲内で行うものとしております。

給料は、職務給の原則に基づき、その職種の

複雑・困難及び責任の度合いに応じて常勤職

員の給料表を基に決定し、勤務条件により期

末手当、勤勉手当を支給することとし、継続

して任用する場合は、一定の昇給も可能とし

ているところであります。行政需要の多様化

に柔軟に対応し、安定的な行政サービスを提

供するために会計年度任用職員の継続的な任

用は必要と考えますが、地方公務員法に定め

る年齢や性別に関わりなく均等な機会を与え

る平等取扱いの原則を踏まえ、公募を行うこ

とは必要であると認識しております。 

   翌年度の会計年度任用職員の公募を行う時

期についてでございますが、町全体の業務量、
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常勤職員の配置、当初予算編成の見込みを踏

まえた上で、公募する会計年度任用職員の人

数を決定する必要があります。このことから

現在、広報かほく１月15日号に掲載しており

ますが、これが最も事務的に可能な早い日程

になると考えております。翌年度に公募が見

込まれる会計年度任用職員については、12月

上旬までに公募を行うことを伝えているとこ

ろであり、選考試験後の合否について、でき

るだけ早く通知できるよう調整を図り、２月

中に通知することで受験者の不安を取り除い

ているところでございます。 

   ２点目の国では公募によらない任用も可能

とする動きもあり、近隣市では、既に専門職

の任用方法から検討と聞いているが、町とし

ての考え方について申し上げます。 

   令和６年６月の総務省通知によりまして、

会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務

処理マニュアルが改定されました。これまで

示されてきた任用の更新について、連続２回

までとする文言が削除されたことは承知して

おります。 

   現在、町では、地方公務員法に定める平等

取扱いの原則を踏まえながら、人材の確保、

雇用の安定を図る観点から、所属長による勤

務評価に基づく能力の実証に基づき、公募に

よらない任用の更新を２回まで、最長３年間

任用できるとしております。その後、その職

種を再度公募する際には、選考結果により同

じ方を会計年度任用職員として再び任用する

ことも可能としております。 

   一定の技能や知識を必要とする専門的な職

種や特定の職種については、公募しても応募

者がなかったり、これまで任用されていた方

のみの応募になってしまったりする場合があ

ることや、任期満了によって知識や技能を有

する職員が転職してしまうことも想定されま

すので、回数の制限緩和は、町で働く職員の

確保として有効なものと捉えておりますが、

できる限り広く募集を行うことも必要であり、

国や近隣自治体の運用事例も参考にしながら、

専門的な職種等について柔軟な任用を図るこ

とについて検討を進めてまいります。 

   ３点目の任用職員の評価とモチベーション

やスキル向上に向け、どのような計画を立て

て実践しているのかについて申し上げます。 

   町では、所属長が会計年度任用職員の能力

や働きぶりの評価を行う勤務評価を毎年12月

に実施し、職員と面談することとしておりま

す。所属長が職員の能力や働きぶりを評価し、

職員から要望等を聞き取ることは、職員のモ

チベーション向上につながるものと考えてお

ります。会計年度任用職員のスキル向上の方

策について、まずは、職場内において上司や

周りの職員の指導、業務を通しての経験の積

み重ねにより、職務上必要な技術や知識を身

につける職場内研修を基本としております。

常勤職員については、職員育成及び能力向上

のため、外部研修の割当てや、職員自らが課

題を研究する自主研修の実施を推奨している

ところでございます。会計年度任用職員のス

キル向上につきましては、安心して働き続け

られる環境づくりの面からも必要と考えます

ので、職員の意欲、能力を最大限に生かす適

切な研修を実施してまいります。 

   次に、サン・コーポラス（定住促進住宅）

の住環境についてお答えいたします。 

   １点目のリノベーション物件の現状と方向

性について申し上げます。 

   定住促進住宅サン・コーポラス河北のリノ

ベーション物件につきましては、令和６年１

月時点におきまして、120戸中40戸が空き部屋

となっておりました。そのことから、近年の

住民ニーズに応えながら住宅の魅力を向上さ

せ、入居者の増加につなげることを目的とし

て実施したものであります。 
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   主な改修の内容といたしましては、３ＤＫ

から２ＬＤＫに間取りを変更し、和室から洋

室へ改修、収納スペースを押し入れからクロ

ーゼットへ、浴室についてはユニットバス形

式といたしまして、居住者の年齢にかかわら

ず、近年のライフスタイルに合ったものとし

ております。リノベーションを実施いたしま

した１号棟、２号棟は、建築年度が昭和57年

度と古くなっておりますが、内装は新築とほ

ぼ同様な上、家賃は月４万5,000円に設定し、

民間アパートの賃貸相場と比較いたしまして

も優位性がある物件であると認識しておりま

す。 

   昨年５月に入居者募集を開始し、４名の方

から問合せをいただきました。入居希望があ

った２戸のリノベーション工事を実施いたし

まして、今年３月末から希望された２世帯に

順次入居いただいております。実際に入居し

た方に住んでみての感想をお聞きいたします

と、住み心地はおおむね良好、広さの割に家

賃が低めに設定されており、住み続けたいと

の声をいただいております。リノベーション

を実施したことにより新しい設備やデザイン

が導入され、快適さや利便性が向上し、今後

も長く入居を続けたいとの意向も伺っており

ます。入居者の増加につながる取組として、

一定数の入居者募集に向けて、入居希望者の

ニーズを捉えながらリノベーション化に対応

してまいりたいと考えております。 

   なお、建物自体が建設後40年以上経過して

いることもございます。長期的な視点に立ち、

長寿命化計画に沿った改修工事も実施しなが

ら、住民ニーズに合った安心・安全に住むこ

とができる住宅を供給していく必要があると

考えております。 

   ２点目の外国人入居者の実態と今後の方向

性、生活指導体制について申し上げます。 

   現在の入居状況でございますが、令和７年

５月末現在で申し上げますと、社宅として活

用されている部屋につきましては、２社から

利用がございます。１社が４部屋、もう１社

が１部屋を社宅として活用している状況でご

ざいます。居住されている方は14名いらっし

ゃいますが、全員がベトナムの方であります。 

   定住促進住宅につきましては、ご承知のと

おり空き部屋が増加している傾向にあります。

その中でも４階、５階の住まいは、階段の昇

り降りが困難といった理由により高層階が好

まれない状況にありましたが、社宅として活

用できるようになったことから、町内企業の

方からは好評をいただいているところであり

ます。現在、社宅として活用されている企業

からは、追加での入居申込みもいただいてい

るほか、これまで利用されていない企業から

も問合せをいただいているところであります。 

   実際に入居されている居住者の方々の年齢

といたしましては、20代の方が多いことから

階段の上り下りが困難ということもなく、さ

らには、低層階と比較すると家賃が低い設定

になっておりますので、利用につながってい

ると認識しております。今後、社宅としてさ

らなる利用希望があった場合には、空き部屋

を有効に活用していただきたいと考えており

ます。 

   また、利用するに当たっては、主なものと

して階段の清掃、敷地内の清掃などの自治会

活動に参加すること、生活するに当たってご

みの出し方によるトラブル、夜遅くまでの懇

談による騒音トラブルがないように事業者が

指導することを条件としております。日本人

とは文化や生活習慣が異なることから、外国

人入居者の方々に対し日本の生活マナーやル

ールを丁寧にお伝えするとともに、外国人入

居者にご理解いただけるように多言語での注

意書きなどを作成することも、良好な住環境

の構築につながるものと考えております。日
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本人と外国人の入居者同士が挨拶を交わすこ

とや、コミュニケーションを取り信頼関係を

築くことが、安心して生活していく上で最も

重要なことでございます。今後とも企業の方

の協力を得ながら河北町での暮らしを支援し

てまいりたいと考えております。 

   ３点目の駐車場の除雪費を行政で行うこと

について申し上げます。 

   現在の駐車場の利用状況については、５月

末現在、入居者84世帯のうち58世帯の方が駐

車場を利用しております。駐車場全体で190

台分の駐車スペースがございますが、来客用

の駐車場や防火水槽の設置箇所、位置の関係

で利用が難しいところを除きますと、駐車場

として実質利用可能な179台分のうち101台分

が利用されている状況であります。 

   冬期間の除雪でございますが、雇用促進住

宅として利用されていた頃から一斉除雪の負

担は町内会がすることとの取決めがございま

して現在に至っているところであります。定

住促進住宅の駐車場に係る使用料、これにつ

きましても駐車スペースの提供に対する対価

として定めており、その中に除雪費用は含め

て算定はしておりません。駐車スペースの除

雪は、利用されている居住者自身で行ってい

ただいており、昨年度におきましては、町内

会での除雪は実施していないのが現状であり

ます。 

   なお、住民の安全確保や緊急時の対応が必

要と判断される場合には、個別に状況を確認

の上、必要に応じて柔軟に対応してまいりた

いと考えており、駐車スペースの管理につき

ましては、ご利用者や自治会においてご負担

いただくべきものと考えております。 

   また、車を所有していない方との不公平感

というご指摘もございましたが、この点に関

しましては、自治会における考え方、運営方

針、もちろん自治会を構成するメンバーによ

る話合いによることが基本であると認識して

おります。 

   次に、西村山地域の新病院建設の候補地絞

り込みについて申し上げます。 

   新病院の建設地は、県立河北病院を含め７

か所から絞り込まれ、令和７年度中に１か所

に決定する計画と聞いているが、現時点での

動きということでございます。 

   現在、県と寒河江市による協議会では、昨

年度策定された基本構想を基に基本計画の検

討が進められております。基本構想に掲げら

れた目標整備スケジュールでは、令和７年度

に基本計画を策定し、その後、基本設計、実

施設計、建築工事を進め、令和13年度中の開

院を目指すこととされております。基本計画

では、運営形態や費用負担など新病院の運営

に関する重要な項目を定める必要があること

から、運営に参画する自治体の協議の前提と

なる建設予定地については、今年度の可能な

限り早期に決定することを目指す必要がある

とされております。 

   建設候補地の選定に当たっては、段階的な

選定プロセスを経て、複数の建設候補地の中

から立地条件に合った最適な場所を絞り込む

とされており、去る６月２日に開催された第

５回運営委員会において、建設候補地の評

価・絞り込みについて協議がなされ、決定い

たしました。 

   新病院の建設候補地については、評価の視

点である、７つございますけれども、交通ア

クセス、災害動向、診療エリアの継承、まち

づくり、敷地要件、将来への柔軟性、整備費

用、この７つの視点にそれぞれ評価項目を設

け、評価に関する基本的な考え方に基づいて

評価が行われました。 

   その結果として、７か所の候補地について

は、１位から７位まで順位づけが行われまし

た。一番点数の高かった陵東中学敷地、２番
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目の陵南中学校敷地、３番目の寒河江市立病

院の敷地の３か所に建設候補地が絞られまし

た。県立河北病院敷地は４番目ということで、

３か所の中には含まれない結果となりました。

６月２日の説明会では、今後、県知事と寒河

江市長の協議によって、この３か所の中から

１か所を決定する予定であると説明を受けて

おります。 

   県立河北病院敷地への整備を願う町民の切

実な願いにもかかわらず、この結果について

は、極めて残念な結果であると受け止めてお

ります。これから建設予定地の決定に向けて

県と寒河江、知事と市長の間で協議が進めら

れるということでございますが、何よりも患

者、地域住民の視点を第一に据え、新病院の

建設場所を決定していただきたいと考えてお

ります。先般、説明会を実施した際にも、私

からも説明にいらっしゃった担当にこの旨を

伝えさせていただいたところであります。 

   以上、お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「13番吉田芳美議員」 

○13番（吉田芳美議員） ご答弁ありがとうござ

いました。再質問に入らせていただきます。 

   まず、再質問は、病院問題からさせていた

だきたいと思います。 

   県立河北病院の敷地は４番目と、３か所の

中には含まれなかったと、そして、寒河江市

の３か所に絞られたと、全く河北町の県立河

北病院の地は、新病院の建設地にはなり得な

いと、そういう内容かと思っております。非

常に私は厳しい判断をいただいたと思ってお

ります。 

   約70年前、河北谷地病院が河北病院になっ

て、そして、県立の名の下にこの町が病院と

共に栄えてきたと、その歴史が令和13年度、

あと６年、７年には途絶えてしまうと、そう

いう結果が突きつけられたと。河北町として

も、町長を先頭にして県の要望活動、そして

議会も行いました。そして、町の区長はじめ

多くの方にこの病院を何とか河北町の地に残

していただきたいという陳情活動も行いまし

たが、結果的には実らなかったという内容か

と思います。 

   今後、寒河江市に候補地３か所が決められ

ましたが、県と寒河江市長の中で、１番目、

２番目、３番目、この絞り込みがされると、

そして、河北町は、今後どのようなスタンス

の下で、我々は病院にかからなければいけな

いというときにどうするのかと、そういうこ

とが私は出てくるのかと思っています。 

   昨日、べに花マラソンで80代の高齢のおじ

いちゃん、おばあちゃんとお話しさせていた

だきました。新聞を見て知っていると、そし

て、私は県立河北病院に500円タクシーで今も

通院しているんですと、そして、例えば陵東

中学校の跡地に病院が建設になるとなったと

きに、河北町内が500円だからどうなんのと、

そんなお話もいただきました。河北町には、

今後やらなければいけないいろんな課題が出

てくるのかと思っております。その辺も含め

て、今、森谷町長から受け止め方を答弁いた

だきましたが、もっと突っ込んで、こんなこ

とがあった、あんなことがあったという様々

なプロセスも含めて町民に語りかけをお願い

したいと思います。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 今回、本当に議員ご指摘のとお

り、河北町にとっていかに河北病院が健康あ

るいは命の最後のとりでとして、山形の三次

医療機関と併せて町民の安心のとりでであっ

た。その思いは、私も生まれてもう河北病院

があった時代、若い頃から知っておりますけ

れども、河北病院の存在は本当に大きなもの

がある。これまで町民の方々から何とか今の
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河北病院の存続を、そして、これからも安心

して通院できる病院をと、切実なご意見を本

当に多くいただきました。私が就任して６年

を超えますけれども、一番私に寄せられた声

は、河北病院の問題であります。 

   コロナ前から外来の病棟に診療科目のない

外来の休止問題からあって、そして、それが

急遽９月から休診されるんだと。あのとき大

変なことになるということで、この問題がス

タートしてから考える会も設立、支援する会

から考える会に展開しながら、そして、今も

忘れません、８月13日、まさに迎え盆のとき

だったんですけれども、県と山形大学医学部

附属病院に何とか休診を再考してもらいたい

と、考え直してもらいたいということで訴え

させていただきました。その結果、一部休診

はどうしても避けられないという科目はあり

ましたけれども、基本的に休診しないという

ことで、小児科も含めて継続していただきま

した。医師不足の中で、山形大学医学部附属

病院からの派遣医師だけではなくて、県立中

央病院からの医師の派遣もいただいて、何と

か外来を閉じないという判断をしていただき

ました。 

   その後、コロナ禍を経て、近いところに類

似の公立病院がある、そこについては再編統

合という厚生労働省の通知もあり、その中で

具体的に名指しで掲げられたのが西村山地区

の公立病院です。それ以来、途中、コロナ禍

を経てですけれども、ずっと議論がございま

した。そういう中で、医師不足について、あ

るいは医療従事者にとって非常に厳しい中で

はあるけれども、何とか存続を前提としてこ

れからの医療の姿を議論できないのかという

ことで、コロナ中断で再開した後、私も首長

として副知事と１市４町の首長による検討会

にも臨み、町民の方々の思いも肩にしょいな

がら、私としての知見も含めてできる限りの

発言、そして町民の方々、もちろん議会、議

長の連名で幾度となく要望活動もさせていた

だきました。 

   その結果、残念ながら寒河江市立病院と県

立河北病院については、統合せざるを得ない

と、存続を前提とした再編は無理だと、医師

の確保ができない、医療従事者の確保ができ

ない、限られた医療資源の確保ができないと

いうことで、何とか両方の病院を存続しなが

ら医療を守れないのかという首長は私１名に

とどまりました。残念でありました。ただ、

その上で、町民の方々は、町内への存続はも

ちろんですけれども、いかに身近に、しかも

頼りになる病院が必要か、そこだと思ってお

ります。 

   これから１つの候補、これが陵東中学敷地、

陵南中学の敷地、そして寒河江市立病院の敷

地、この３つから県と寒河江市によって１つ

に絞り込まれるということですけれども、先

ほども申し上げましたとおり、あくまでも検

討の地点は７つの条件がございます。この前、

説明会でも指摘があったのは、住民、利用者

から見た利便性、診療エリアの継承、今も利

用している方々の足も含めたこれからの病院、

そして、頼りになる病院ということでは、日

頃から頼りになる病院であるとともに、災害

のとき、最後に頼れる病院を建てなければな

らない、そういうご意見が強かったかと思い

ます。 

   そういった中で、今回、１位から３位のと

ころになるわけですけれども、河北町からで

きる限り身近な病院に利用者視点の観点でぜ

ひ決定していただきたいというのが、私の今

時点でのこれからのこの問題に対する一つの

大きな課題だと思っております。 

   その上で、議員からもご指摘がありました、

これまでは町内の病院として利用できていた

と。今回、河北病院が外れたことによって、
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大変残念なことではありますけれども、町外

に行くことが決定された。その中でいかに利

便性を、距離は遠くなりますけれども、でき

るだけ河北病院に近いところ、町内に近いと

ころ、そして、そこにアクセスする利用患者

の足を町としてどうしていくか、もちろん広

域的な視点も必要ですので、病院の問題だけ

でなく地域公共交通の問題として県当局にも

いろんな要望を展開してまいらなきゃなんな

いと思いますけれども、最後に町民の健康を

守る、命を守る、町として新しい病院をしっ

かり利用したい、利用できる、そういった環

境を整えることが大きな力だと、大変だと思

っています。 

   あと、もう一つは、かかりつけ医の問題で

す。高齢化が進んでおります。公立病院だけ

でなくて、地方では民間のかかりつけ医、診

療所というものも今後どうなっていくんだろ

うということがあります。河北町も今は恵ま

れているかかりつけ医でございますけれども、

今後、先行きへの懸念というのは大きいもの

があります。いかに河北町内にかかりつけ医、

町民の最も身近な医療機関を、これからも町

としてそのためのどういう環境をつくってい

くか。もちろんかかりつけ医ですから、お医

者さん方の開業ということになります。それ

に向けて事業承継なりそういったものをどう

やっていくことによってかかりつけ医、そし

て、新しいできるだけ身近なところにある病

院ということで、そこを、しっかり連携を取

って、最後の最後は三次病院ということにな

ります。 

   そういった意味では、河北町は、残念なが

ら、事実上、断念せざるを得ない状況ですけ

れども、中央病院も近いです。山形大学医学

部附属病院も県内全体から見れば近いところ

にあります。そして、新しくできる病院がで

きるだけ河北町にとって便利なところに、そ

して便利になる施策も加えながら、河北病院

は医療的にも恵まれているよねと、前から見

ると、前の河北病院よりは、今は総合診療医

が具体的に動いていますけれども、そこは大

きな前進だと思っていて、平日の救急診療だ

けでなくて、休日、今はかかりつけ医当番で

やっていただいていますけれども、そういっ

た体制を地域でどうつくっていくか。そして、

とりわけお子さん、まだまだ抱っこしていな

きゃなんないお子さんが夜熱を出したときに、

あるいは介護施設で預かっている老人の方、

そして、各ご家庭で一緒に介護しながら面倒

を見ていらっしゃるご家庭の方々が、平日は

もちろんですけれども、夜間も、そして休日

も頼れる医療体制が、西置賜郡、とりわけ河

北町は住みやすいところだよねと言われる環

境、そこに町民の方々のこれまで以上の叱咤

とご意見を頂戴しながら精いっぱい対応して

いきたいと思います。長くなって申し訳あり

ません。 

○丹野貞子議長 「13番吉田芳美議員」 

○13番（吉田芳美議員） ありがとうございます。

県と寒河江市から４町はどうするんだと、運

営母体についての打診がされていると思いま

す。そして、河北町の地には、新病院は建た

ないと、それが決定した段階で、運営母体へ

の参画についてどのように町長はお考えにな

っているか、お聞かせください。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 ３月議会でも、吉田議員、ほか

の議員からもご質問をいただきました。新病

院の整備運営につきましては、整備費、それ

以上に大きなのが毎年の運営費になります。

毎年、構成団体全体で、現時点では県と寒河

江市で運営するということで進んでおります。

全体で毎年22億円、地方交付税措置もござい

ます。それが大体４億円、残り18億円は税金

で、一般会計も含めて繰り出しを負担しなけ
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ればならないということであります。構成団

体がどうなるかというのは、これからになり

ますけれども、この18億円というのがどうい

う数字かということで申し上げますと、町の

税収は20億円です。都市計画税、そして入湯

税、これが目的税になります。これを差っ引

きますとほぼ18億円、要するに住民税、固定

資産税、普通税、全体の負担額ではあります

けれども、それを毎年全部投入するという大

きな財政負担を伴う、そこに運営母体として

入っていくという大きな選択になります。 

   そういったときに私としては、熟慮してい

るということでこれまで申し上げてきました。

そして、今回、河北町への病院の存続あるい

は建設、ここを断念せざるを得ない状況にな

ったこの時点で考えたときに、先ほど申し上

げました、じゃあ新しい病院になったときに

どういうふうにして本町の医療を支えるのと。

今、500円タクシーの話もありましたけれども、

これまでの利便性が落ちないように、新しい

ところに病院といっても、今までのように利

用できる環境を町長はつくってくれるのかと、

そこに応えていかなければなりません。そし

て休日夜間診療、これをどうするかというの

は、今はかかりつけ医になっていますけれど

も、これは新病院ということもありますけれ

ども、特に休日については、地域の医師会の

方々とかかりつけ医、新しい病院を前提とし

たときに、どうその関係を構築していくか。

そして、先ほど言いましたように、病院が新

しくなってちょっと遠くはなったけれども、

ここは、どこに建設になるか今時点では分か

りませんので、でも、土日も含めて、あるい

は夜間も含めてステップは踏んでいかなきゃ

ならないと思いますけれども、しっかりそこ

に、将来に備えた準備を議論していくと、こ

れは１市４町の枠組みでもしっかり考えてい

く必要があります。 

   あと、先ほども言いました事業承継の問題

です。河北町が医療の空白地にならないよう

に、これは、寒河江市西村山郡医師会の会長

が言われたことであります。これは、決して

あってはならないことだし、医療空白地にな

らないための通院の確保、そして事業承継を、

どう河北町で環境をつくっていくか、この２

点だけでも相当の財政負担を覚悟して臨まな

ければならない課題だと思っています。 

   したがって、構成団体に、運営に入るかど

うかというのは、入ってからの負担がどうな

るかという協議にはなりますけれども、先ほ

ど申しましたようなこと、あとは町の財政規

模、そして河北町の町民のために、それも町

民の命を守るためにこれから新しく取り組ま

なきゃなんないこと、それらをもろもろ考え

た場合に、運営については消極に考えざるを

得ない。むしろ町民の医療のために何ができ

るかということを真剣に考えるのが、将来の、

そして、今、医療に期待をし、不安を持って

いる方への私の責務だと考えております。い

ろんなご意見を頂戴して結構でございます。

私としては、運営母体に入ること以上に、総

合診療医の充実も含めてこの新しい病院がい

い病院になること、そして、そこに河北町の

医療を守るための施策をしっかりできること、

そこを将来の財政負担も含めてしっかり考え

ていく必要があると思っております。 

○丹野貞子議長 「13番吉田芳美議員」 

○13番（吉田芳美議員） ありがとうございまし

た。町長が今言われたやつをもう一回確認し

ますが、県立河北病院が新病院として成り立

たないという内容で寒河江に建設が決まった

ということを受けて、参画は現時点ではしな

いと、そういうことでよろしいわけですよね。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 現時点でということで、先ほど

も言いましたように、早く候補地を１か所に
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絞って、１か所を、どこに造るかということ

をしっかり前提に置いた上で、建設費にも絡

んできますから運営母体で負担割合も含めて

これから進めるということです。したがって、

現時点で河北町が運営母体に入るいうことは

考えておりません。 

○丹野貞子議長 「13番吉田芳美議員」 

○13番（吉田芳美議員） ありがとうございまし

た。令和13年度中に新病院が稼働するとなっ

たときに、今の県立河北病院は、今と同様に

令和13年度までは動くと多くの町民が多分承

知していると思います。しっかりとその辺の

ところはやっていただきたいと。また、県立

河北病院の院長先生とお医者さん、看護師、

様々な方のモチベーションが失われないよう

に手だてをしっかり行っていただきたいと。

あと、町民には、きちんと経過説明という内

容も踏まえて、今からどうするんだというこ

とをしっかりとやっていただきたいと。これ

は、町長の責務として必ずやらなくちゃいけ

ない内容だと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。 

   それでは、時間も押し迫っていますので、

任用職員の内容に触れさせていただきたいと

思います。 

   99人の任用職員だということをお伺いいた

しました。１年更新ですと、そういう決まり

事があるので、それに従って淡々とやってい

ますと、そういうことだと思います。 

   私が申し上げたいのは、2014年と2024年、

この10年間で住民が3,000人近く減っていま

す。二千八百何人という内容で住民が減りま

したと、なおかつ新庁舎ができましたと、コ

ミュニティセンターからこっちに来る必要が

なくなりましたと、そして、事務の合理化改

善という内容をどんどん進めるんだと、進め

られる環境ができたんだと。そうしたときに、

今、役場職員は159名、そして任用職員が99

名、任用職員の中には時間が短い方もいらっ

しゃいます。いろんな仕事がありますので一

概には言えませんが、283人の役場職員が働い

ていると、そして、町民に対する福祉向上に

向けてサービスを徹底するんだという内容か

と思います。 

   そうしたときに、毎年職員も増えます、任

用職員も増えますとなったときに、本当に徹

底された事務の効率化、そういったものが、

職員のみならず任用職員の皆さんも全て含め

てやられているのか、それを皆さんに問いた

いと私は思います。これは非常に大事なこと

だと思います。税収がだんだん伸びなくなっ

ちゃって、しかし、何となくいろんな業務が

国から押しつけられて仕事が増えているんだ

と、その気持ちも分かります。でも、それを

うち砕くための様々な電算システムという内

容もいろんなことをできるようになってきて

いますので、もっとやれるんじゃないかと思

います。 

   私が訴えたいのは、２月末でないと、４月

１日から役場で働ける環境になるかどうかの

身分の保障がいただけないと。私は２年頑張

りました、３年頑張りましたと、そして、管

理職の皆さんといろんな打合せをした際に、

あなたの仕事はすばらしいと、もっと来年は

こういう形で頑張っていただきたいと、職員

に負けないような仕事を望みたいと、そうし

たときに、その次のステップも町としては考

えられるんだと、そういう形にならなければ、

何人いたってこれは駄目かと思います。そこ

のところをしっかりと私はやっていただけれ

ばいいかと思います。国の制度も分かります。

そして、町の置かれている立場もよく分かり

ます。ただし、応募がなかったというのも事

実なんですよね。ちゃんと広告に載せました、

誰も来なかったと、そして４月１日になりま

したと。空白の状況で次の年度は走り出すわ
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けです。同じ自治体だからこう決まっている

んだという内容ではなくて、議会と、そして

行政と、もっとやり方、こんなことがあるん

じゃないか、あんなことがあるんじゃないか

という内容の意見を交換しながら、今いる任

用職員の方を大事にしていただいて次のステ

ップに上がっていただけるようなＯＪＴ活動

をしっかりとやっていただきたいと。任用職

員の方は、キャリアを積んでいる方がいっぱ

いいらっしゃるんです。そのキャリアを生か

すような努力は、管理職に与えられた仕事だ

と思いますので、ぜひやっていただければと

思います。 

   残り４分を切りましたので、次はサン・コ

ーポラスに行きます。 

   外国人関係からまず行きますが、答弁の中

では約20人弱、20人までいっていないですと、

そして全部ベトナム人ですと。そして、私も

お邪魔させていただきましたが、全員が男子

でした。そして、片言の日本語だけで、お話

しする方はなかなかいないらっしゃらないん

です。私もベトナム語なんて全く分かりませ

んので、何を言っているかもさっぱり分から

なかったので、管理人さんは分かるのと言っ

たら、管理人さんは俺も分かんねえと、何で

意思疎通を取ってんのと、あっち、こっちと

かってこんな程度ですよと。ですから、10人

を超える外国人があそこに入ったとなったと

きには、最初の半年ぐらいは親切丁寧に、こ

の河北町で暮らしていけるように、生活指導

面をきちんとやっていっていただきたいと。

そして、今、２社が入っているという話でし

たが、１社は非常に真面目に取り組んでいた

だいていると。もう１社は、申し訳ないです

が、その１社と比べるとちょっと頻度が足り

ないですと、そんなこともありました。駐輪

場にも、ベトナム人の方向けに貼り紙なんか

もされています。あと、１階から５階まで入

るところにも、ドアを閉めてくださいとかと

いう内容のベトナム語なんかも表記されてい

ます。でも、入るとなった段階から外国人の

方を誘導するための諸手当をもっとしっかり

取らないと、ただ単に空いている部屋がある

から外国人に住ませるんだという内容じゃな

くて、心のこもった対応を私は望みたいと。 

   そして、結果的に、今現在、84名というお

話だったんですが、最新では82名ぐらいしか

いないということも言っていました。外国人

の方に５部屋ぐらい貸してもあんまり増えて

いないんですよね。じゃあ抜けた方は、どう

いう理由で抜けたんだかという内容も問わな

いと駄目だと思います。リノベーション関係、

1,000万円かけただけあって非常によかった

と、入っている方に私もお話を聞きました。

このリノベーションがなかったら私は寒河江

の賃貸に移る予定だったと、そこまで言って

いただきました。何でと言ったら、やはり劣

化という内容が感じられる状況なんですと。

新しいところの物件を見せてもらって、これ

はすごいと、そういう気持ちを持ったので、

ここに留まって頑張りたいということも言っ

ていただきました。これは本当にありがたい

と思っています。そういうことも含めてやっ

ていただきたい。 

   あと、駐車場に関しては、最初は、あそこ

ができたときには、100を下回るなんていうこ

とはなかったわけです。多くの人がいたわけ

です。皆さんが車を持っていたわけです。と

ころが歯っ欠けのようにどんどん駐車場が空

いてくると。それを、いつまでも当初決めた

ように自治会負担だということを言わずに、

もっと考えてやる必要があるんじゃないかと

私は思っています。例えば駐車の枠は利用者

がする、これは当たり前の話です。そして、

通路だけは行政が少し面倒を見ましょうと、

そんな対応があって私はしかるべきかと思い
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ます。通路だけでもはいていただければ、町

道から一番奥のほうは、70メーターも80メー

ターもあるわけです。誰かが雪をはいてくん

ない限り奥まで行けないわけです。きちんと

その辺のところについても手だてを見ていた

だきたいと。副町長に答弁をお願いできます

か。 

○丹野貞子議長 「河内副町長」 

○河内耕治副町長 サン・コーポラスの駐車場の

件でございますが、議員おっしゃるように、

これまで使用する方が駐車場の管理をなさっ

ていたということで、一方で、非常に安い金

額の設定にはなっておりますが、そこの使用

料も町が頂いているということでありますの

で、使用できる状態を確保する責任は、町に

ある程度は当然生じてくるのかと思います。

ただ、やり方といたしまして、これまでの経

緯も踏まえまして、どういったことが一番現

実的なのか、そこは考えていきたいと思いま

す。（「終わります」の声あり） 

○丹野貞子議長 以上で、13番吉田芳美議員の一

般質問を終わります。 

   ここで、15時10分まで休憩とします。 

     休 憩  午後２時５５分 

     再 開  午後３時０７分 

○丹野貞子議長 休憩を解いて再開します。 

   次に、10番鈴木英友議員の一般質問を行い

ます。 

   「10番鈴木英友議員」 

○10番（鈴木英友議員） それでは、私から一般

質問をさせていただきます。 

   質問の内容については、３番議員と重複す

る部分がありますが、よろしくお願いいたし

ます。 

   それでは、一般質問させていただきます。 

   現在進行中の第８次河北町総合計画は、

2021年度（令和３年度）を初年度とし、2030

年度（令和12年度）を目標年度として2025年

度、つまり今年度までを前期、2026年度（令

和８年度）からを後期と位置づけ、来年度か

ら始まる第８次河北町総合計画後期基本計画

に反映させるために、今年度中に前期の評価

検証が行われます。 

   町民の声を計画に反映させるため、町は、

昨年12月にまちづくり町民アンケートを実施

しており、その結果の一部が５月１日付の広

報かほく1405号に掲載されております。 

   議会においては、４月17日開催の議員全員

協議会で、第８次河北町総合計画後期基本計

画の策定に係る取組状況について、担当課よ

りこれまでの実績・成果や新たな課題、アン

ケートの結果等について説明を受けたところ

であります。 

   第８次河北町総合計画では、町の将来像と

して「輝く人・町・夢と未来へ挑戦するまち」、

将来目標人口１万6,600人を目指し、まちづく

りの目標として、１つ、つながりを生む住み

よい町、２つ、みんなで支え合う安全・安心

な町、３つ、地域とともに健やかに暮らせる

町、４つ、新たな魅力を発信しにぎわいのあ

る町、５つ、ふるさとに学び次代につなぐ町

の５つを掲げております。 

   魅力あるまちづくり、にぎわいづくりの核

として、河北町児童動物園が４月27日にリニ

ューアルオープンしました。 

   昭和28年に児童動物園の前身がスタートし、

53年に全面改修、55年に剥製動物館が建てら

れ、県内唯一の児童動物園として72年の歴史

を刻んでまいりました。まさに河北町の歴史

と共に歩んできた児童動物園がこのたびリニ

ューアルされたことに、町民の一人として大

変うれしく思っているところであります。 

   町内外の多くの方に愛され、親しまれ、５

月のゴールデンウイークにはもちろん、現在

も多くの方々が動物園に来てくれています。 

   今後の展開についてお伺いします。 
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   質問事項１、児童動物園をよりよい施設と

するための追加整備について伺います。 

   質問要旨１、「かほくまなび館ずーいく」

のトイレ利用時間について伺います。 

   利用時間を９時から17時までとしているの

はなぜでしょうか。 

   トイレの出入口に、午後５時以降はまちな

か公園の公衆用トイレをご利用くださいとの

案内板を出しておりますが、その対応でよろ

しいのでしょうか。 

   今現在は、まちなか公園の公衆トイレに合

わせてどんがホール前の公衆トイレの利用と

いうのも書かれております。全てその対応で

いいのでしょうか。せめて19時までとか対応

はできないものなのでしょうか、伺います。 

   質問要旨の２、「かほくまなび館ずーいく」

の南側側面鋼板の安全対策について伺います。 

   今もそうですけれども、これから夏場にか

けてかなり暑くなり、接触するとやけどする

可能性が非常に高いと思われます。現在のカ

ラーコーンとチェーン、注意書きの対応だけ

でいいのでしょうか。直接触れなくするため

の工夫・対策が必要なのではないでしょうか。 

   質問要旨３、時計の設置についてどのよう

に考えているか伺います。 

   新庁舎も含め河北町児童動物園は最も人が

集まる場所であり、時計の設置は必要と思う

が、設置計画の有無と、設置する場合の場所

とどんな時計を考えているのか、お伺いした

いと思います。 

   質問要旨の４、ふれあい広場に動物たちの

日よけ場所を設置してはどうか伺います。 

   ふれあい広場に日陰になる部分をつくる必

要があると思うのですが、その対策をどのよ

うに考えているのでしょうか。 

   質問要旨の５、放鳥舎の今後の見通し、対

策について伺います。 

   鳥インフルエンザ対策として一時閉鎖中で

すけれども、この状態はいつまで続くのでし

ょうか。 

   今後の見通しと町としての感染予防への対

策・対応をどう考えているのか伺います。 

   続きまして、質問事項２、河北町児童動物

園、どんがホール、河北中央公園を核とした

町なかにぎわいエリアの創出について伺いま

す。 

   質問要旨１、河北町児童動物園のリニュー

アルオープンを機に、町なかの各施設のＰＲ

の強化やにぎわいづくり、魅力度アップのた

めのアクションを加速させる必要はないので

しょうか。 

   質問要旨２、多くの人が来たくなる、利用

したくなる中央公園の魅力づくりについて伺

います。 

   中央公園に訪れる小学生以下の小さな子供

たちが安心して楽しく遊べるように、おもし

ろ自転車、三輪車などの遊具の補充や乗り場

の整備をしてはどうでしょうか。 

   ドッグランの設置について、令和５年９月

定例会の質問には、利用ニーズの確認、周辺

環境との調和などを調査検討したい、令和６

年９月定例会の質問には、運営面の課題だけ

でなく、町の魅力づくりの観点も含め、諸課

題を整理しながら検討する必要があるとの答

弁があったわけですけれども、調査検討はど

のように進んでいるのでしょうか。 

   以上、再質問を留保し、お尋ねいたします。 

○丹野貞子議長 10番鈴木英友議員の一般質問に

対する町長の答弁を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 10番鈴木英友議員の一般質問に

お答えいたします。 

   最初に、河北町児童動物園をよりよい施設

とするための追加整備等についてお答え申し

上げます。 

   まず１点目、「かほくまなび館ずーいく」
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のトイレの利用時間について申し上げます。 

   先ほど３番議員の質問でもご答弁させてい

ただきましたが、河北町児童動物園のリニュ

ーアル以前に公園にありました公衆用トイレ

につきましては、24時間の利用が可能でした

が、このたびのリニューアルにおきましては、

防犯面を考慮した結果、展示施設と一体とな

っておりますことから、新たな公衆用トイレ

の利用時間を「かほくまなび館ずーいく」の

閉館時間に合わせております。また、谷地ど

んがまつりやイベント時の夜間利用につきま

しては、担当職員が閉館作業を行いますので、

イベント終了時までは開放予定としてござい

ます。 

   なお、平日の午後５時以降については、役

場庁舎１階のトイレの利用が平日の午後６時

までは、現状、利用可能となっていることの

周知を図っており、今後ともこれまで同様の

管理運営に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

   ２点目の「かほくまなび館ずーいく」の南

側側面鋼板の安全対策について申し上げます。 

   「かほくまなび館ずーいく」の南側側面の

鋼板の前には、屋根に手を触れることがない

ように、子供の手が届かない程度の距離にカ

ラーコーンを設置し、表示による注意喚起を

行って安全対策を講じております。 

   ３点目の時計の設置でございます。 

   河北町児童動物園のリニューアル前には公

園内に時計が設置されておりましたが、老朽

化のため撤去しております。新たな時計の設

置につきましては、設置場所や設置方法など

は、役場庁舎や「かほくまなび館ずーいく」

をご利用いただきます皆様にとって分かりや

すい場所の検討を行っております。早期に設

置したいと考えております。 

   ４点目のふれあい広場に動物たちの日よけ

場所を設置してはどうかについて申し上げま

す。 

   ふれあい広場の活用方法として、隣接いた

します建物で飼育しておりますヤギ、羊の展

示を考えております。その際には、天候や気

温、飼育員の勤務体制を考慮して行う予定で

おりますが、当日の日差しや気温に注意しま

すとともに、展示の中止や時間短縮などの対

応も視野に入れながら、動物の体調には十分

配慮して実施することとしております。 

   ５点目の放鳥舎の今後の見通し、対策につ

いて申し上げます。 

   現在、山形県の鳥インフルエンザの警戒レ

ベルでございますが、隣県で発生または確認

に当たりますレベル３となっております。鳥

インフルエンザの警戒レベルが引き上げられ

ますと、山形県より鳥獣全ての救護受入れを

中止するよう通知をいただくことになってお

ります。高病原性鳥インフルエンザは伝播力

が強く、高致死性の感染病であり、排せつ物

や分泌物、餌、水、ウイルスで汚染された土

壌などで鳥から鳥へ感染いたしますが、ウイ

ルスが付着した用具、衣類等を介しても感染

が広まる可能性がございます。 

   河北町では、村山保健所や中央家畜保健衛

生所などからご指導いただきながら鳥インフ

ルエンザ予防対策マニュアルを作成しており

ますので、鳥インフルエンザ警戒レベルがレ

ベル３となりました場合には、感染予防のた

め放鳥舎を閉館することとしております。現

在は、県内の鳥インフルエンザ警戒レベルが

安全なレベルに引き下げられるまで閉館せざ

るを得ない状況となっております。 

   また、鳥インフルエンザ発生の有無にかか

わらず、鳥インフルエンザ予防対策マニュア

ルに基づきまして、放鳥舎の出入口に靴底用

の消毒液を設置いたしまして、来園者にも放

鳥舎出入りの際に消毒をしていただくなどの

感染対策を行っております。 
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   次に、河北町児童動物園、どんがホール、

河北中央公園を核とした町なかにぎわいエリ

アの創出についてお答えいたします。 

   １点目の河北町児童動物園のリニューアル

を機に、町なかの各施設のＰＲの強化やにぎ

わいづくり、魅力度アップのためのアクショ

ンについて申し上げます。 

   本町中心部には、河北町の魅力を発信でき

る施設として、県内唯一の動物園である河北

町児童動物園や、「いもこ列車」が運行され

ている河北中央公園などが存在し、町内外の

多くの方でにぎわっております。このような

魅力ある施設へ多くの方に来ていただけるよ

うＰＲを強化することは、交流人口の拡大や

地域経済の活性化の観点から非常に重要であ

ると考えております。 

   まずは、４月19日、河北町児童動物園のプ

レオープンに合わせ、どんがホールでのどん

がマルシェ、河北中央公園での桜のイベント

のコラボ事業としてスタンプラリーを開催い

たしました。３つの施設を巡りスタンプ３つ

を集めた方には、塗り絵つきのティッシュを

プレゼントいたしました。また、４月27日は、

河北町児童動物園リニューアルオープンを記

念し、コラボ事業としてもスタンプラリーを

開催したところでございます。２つの施設を

巡りスタンプを２つ集めた方は、「いもこ列

車」と動物園を特別にデザインした数量限定

のボックスティッシュをプレゼントするなど、

多くの方が喜ばれておりました。ゴールデン

ウイーク前半ということもあり、県内各地で

様々なイベントが開催されておりましたが、

その中でも河北町を選んで多くの方に足を運

んでいただいたことを、とてもうれしく思っ

ているところであります。 

   河北町児童動物園のリニューアルオープン

前からメディアにプレスリリースしたことに

より、テレビで特集を組んでいただいたり、

ＳＮＳでＰＲしたことが集客につながったと

考えております。 

   また、谷地ひなまつり、これから開かれる

谷地どんがまつり、昨日終わりましたべに花

マラソンなど、それぞれのイベントに合わせ

て、昨日も「いもこ列車」を運行しておりま

すが、連携を取りながら引き続き工夫して、

ＳＮＳ等を含めＰＲを強化してまいりたいと

考えております。 

   今後も町なかを歩いて巡れるような連携し

た取組を行い、にぎわいづくりを進めてまい

ります。 

   ２点目の多くの人が来たくなる、利用した

くなる河北中央公園の魅力づくりについて申

し上げます。 

   河北中央公園は、約５ヘクタールの広さを

有し、幅広い世代の方々にご利用いただいて

おります。園内には、小さなお子様に人気の

「いもこ列車」や、今年４月から無料でご利

用いただけるようになったテニスコート、さ

らには、先行して無料開放しておりますバス

ケットハーフコート、そして１周約800メート

ルのジョギングコース、大きな芝生公園や各

種遊具などが整備されております。遊具につ

きましては、毎年点検を実施し、その結果を

踏まえて適宜更新等の対応を行っております。

昨年度は、複合遊具の滑り台部分を更新した

ところであります。犬の散歩やウオーキング、

ジョギング、小さなお子様連れの遊具利用な

ど多様な目的で利用されており、特に週末に

は、多くの方々でにぎわっております。遊具

につきましても、小学生以下のお子様を対象

とした複合遊具やブランコ、ターザンロープ

など計10種類を設置しております。現在でも

多くの利用者に楽しまれております。 

   時代の変化とともに利用者のニーズも変化

いたします。今後とも利用実態を踏まえなが

ら施設の充実を検討してまいります。 
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   議員ご提案のおもしろ自転車や三輪車につ

きましては、専用コースや貸出し施設、管理

体制など整備が必要になると思われます。導

入の可能性も含め検討してまいりたいと考え

ます。 

   ドッグランの設置でございますが、町の魅

力向上に資する可能性がある一方で、運営面

を含めた諸課題の整理が必要であるとこれま

で答弁申し上げてまいりました。 

   現在、町内の既存施設や未利用地の活用可

能性の調査を継続して行っております。設置

に当たりましては、建設費の財源確保、鳴き

声や臭気への対応といった衛生管理の課題、

十分なスペースの確保、さらには近隣住民の

理解、様々な課題がございます。また、運営

面においても、維持管理費用の確保や運営体

制の構築など、継続して運用できるための課

題が多くございます。引き続き調査検討を進

めてまいります。 

   以上、お答え申し上げます。 

○丹野貞子議長 町長の答弁が終わりました。 

   再質問に入ります。 

   「10番鈴木英友議員」 

○10番（鈴木英友議員） それでは、再質問に入

らせていただきます。 

   初めに、トイレの利用時間についてですけ

れども、答弁では、防犯面を考慮してふだん

は５時まで、谷地どんがまつりやイベント時

はイベント終了時まで、そして平日の５時以

降については、役場庁舎の１階トイレが６時

まで利用可能だとの周知を行っているとのこ

とでしたけれども、動物園来園者の方々から

は、トイレの利用時間について要望が出てい

るのは事実であります。私のところへも何件

か要望が来ております。「かほくまなび館ず

ーいく」に閉館時間はあっても動物園にはあ

りません。前にも動物園リニューアルのとき

には、365日24時間、河北町児童動物園という

取組がたしかあったと思いますけれども、防

犯上の問題というのは、あくまでも「かほく

まなび館ずーいく」のことであって、河北町

児童動物園については、閉園時間というのは

特にないわけですから、先ほど質問でも言っ

たように、せめて暗くなるまで、少ないかも

しれませんけれども、子供たちがいなくなる

時間まで開けておく工夫は、可能なんではな

いでしょうか。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 お答えいたします。 

   トイレの利用時間につきましては、これま

で議員の皆様方にいろいろご提案、ご説明申

し上げてきたとおりでございます。 

   まず一番は、防災面を考慮したということ

でございます。今回の建物は、トイレとは別

ではなく展示施設と一体となった施設という

ことを考慮いたしまして、防犯上、トイレの

利用についても開館時間に合わせていただき

たいということでご説明を申し上げてきたと

ころであります。 

   ３番議員でもお答え申し上げましたけれど

も、利用度の頻度にとらわれなくトイレの利

用が必要なのではないかということでござい

ますが、これまでの経緯をたどってみますと、

もともと公園にあったトイレの事故・事件等

があったと記憶しております。ましてや、今

回、一体施設となったことから、そういった

経緯も踏まえまして、開館時間に合わせたト

イレの利用時間と設定させていただいたとこ

ろでございます。 

○丹野貞子議長 「10番鈴木英友議員」 

○10番（鈴木英友議員） 河北町児童動物園とい

うのは、私は公園だと思うんです。子供たち

にとっても特にそうです。せっかくここまで

リニューアルして大勢の方に来ていただける、

町のにぎわいづくりの中心になってもらう、

人が一番よく集まる場所である、そこの中に
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「かほくまなび館ずーいく」が建っている、

そこで防犯上は、「かほくまなび館ずーいく」

の防犯もあるので、その建物の中に設置した

トイレについては５時までだ、それは分かり

ました。 

   でも、動物園に来る人たちは、閉館した５

時以降も来るわけです。だから、５時以降は

そんなに利用する人がいないからと言います

けれども、町なかにある公園は公衆トイレが

ありますけれども、使ってくれる人に便利な

優しい、もちろん動物にも優しいということ

でございますけれども、来町者の皆さんにも

ご利用いただけるということで、新設するの

は無理かもしれませんけれども、何かしらの

工夫はあってしかるべきなんじゃないかと。

実際に５時過ぎ、６時まで役場庁舎は使える

かもしれませんけれども、せめて７時、８時

まで開けておく、使えるトイレがある、そう

いうのでないとこの近年、施設がもったいな

いんじゃないかと思うんです。近くには谷地

八幡宮もございます。八幡はそれこそまちな

か公園、町内の方、町外の方もまちなか公園

ってどこなんだとどこなんだとかもしれませ

んけれども、近くにはそういう公園もあって、

そこの中に公衆トイレもありますけれども、

動物園は子供たちが中心ですので、子供たち

は、じゃあここで５時で終わりだからどんが

ホールの公衆トイレに行ってくれ、まちなか

公園の公衆トイレに行ってくれって言われて

も、そんな時間ないんです。その辺、もうち

ょっと工夫して考えてもらえないかと思うん

ですけれども、考える余地は全くありません

か。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 先ほど来、申し上げて

おりますとおり、平日におかれましては、６

時まで役場庁舎のトイレを使うことができる

ようになっております。あわせて周知もさせ

ていただいているところであります。夜間の、

夜間といいますか、一般的に子供が遊ぶ時間

というのは限られているのかと思います。防

災無線でも、帰る時間ということではないで

すけれども、５時の合図ということで周知の

一つにはなっているのかと思っております。

さらにまだ遊ぶ子供たちに関しましては、６

時ぐらいがめどかとは、一般的には思ってお

ります。それに対応するために役場庁舎の１

階のトイレも開放させて運営をさせていただ

いているということで、ぜひご理解をいただ

ければと思います。 

○丹野貞子議長 「10番鈴木英友議員」 

○10番（鈴木英友議員） 今、課長から発せられ

て、私もそれは分かっているんですけれども、

ただ、夜の動物園とか谷地どんがまつりとか

いろんなイベントのときは、イベントが終了

する時間までは、トイレは開放しているとい

うことがあるわけですよね。それができるん

ですから私は不可能ではないと思うんです。

今後のお客様の要望とか実態をもうちょっと

調査というか聞いていただいて、これについ

てはいろんな事情があるかと思いますけれど

も、人員の配置とか時間の制限とかがあるか

と思いますけれども、ぜひもうちょっと検討

をしていただければありがたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

   じゃあ次に質問します。 

   「かほくまなび館ずーいく」の南側側面鋼

板の前には、屋根に手を触れることがないよ

うに、子供たちが届かない程度の距離にカラ

ーコーンを設置するとともに、表示による注

意喚起を行い、安全対策を講じているという

答弁が先ほどありましたけれども、私が質問

しているのは、その対応だけでいいのかとい

うことなんです。今カラーコーンがあって注

意書きがありますけれども、せっかくリニュ

ーアルしたあんなきれいな動物園にカラーコ
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ーンと注意書きで、その対応でいいのか、そ

れで了とするのでしょうか。例えばそこには

柵を設けるとか、あと、つたを張らせるとか、

そういう景観・美観もあるかもしれませんけ

れども、カラーコーンをいつまでも置いてお

くから、注意書きの札を貼っておくからそれ

でいいんだというのは、私としては、せっか

くの動物園にあまりにももったいない、もっ

たいないという言い方はおかしいんですけれ

ども、不釣合いだと思うんですけれども、ど

のように考えますか。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 ご指摘のとおり、私も

そのように思っております。現在のところそ

ういった対応をさせていただいておりますが、

予算的なこともございますので、今後検討さ

せていただければと思います。 

○丹野貞子議長 「10番鈴木英友議員」 

○10番（鈴木英友議員） ぜひこちらの検討を早

めにしていただいて、今後検討したいという

ことですけれども、早急にそれについては回

答といいますか、形としてはっきりと対応さ

せていただきたいと思います。 

   次に、時計の設置についてですけれども、

設置場所や設置方法を検討中で早期に設置し

たいとあったんですけれども、どこにどんな

時計が候補として上がっているのか、いつ頃

の設置を考えているのか、それについて詳し

く教えてください。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 時計につきましては、

設置場所については、役場庁舎１階の大屋根

の下付近、それから動物園内のいずれかの場

所と考えております。駐車場から全体的に見

渡して目立つところと今考えておりますけれ

ども、ものについては、いわゆる電子の時計

ではなく、アナログ的な子供が見て分かるよ

うな時計と考えているところであります。 

   設置時期につきましては、早急に対応した

いと思っております。 

○丹野貞子議長 「10番鈴木英友議員」 

○10番（鈴木英友議員） 時計の種類についてで

すけれども、新庁舎もそうなんでしょうけれ

ども、リニューアルした河北町児童動物園の

中にあるわけですから、見渡せるようなのも

そうなんですが、子供たちに夢を与えられる

ような時計は、オルゴールとかいろいろある

と思いますけれども、そういうところまで配

慮して、ぜひ河北町の名物になるような時計

にしていただきたいと思います。 

   あと、時期については、これも早急に検討

ということが出てきましたが、まだいつまで

か分からないですか。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 時計の種類については、

至ってシンプルな時計と考えております。オ

ルゴールが鳴るような時計とは、今のところ

は考えておりません。 

   設置については、庁舎管理するのが総務課

になりますし、動物園管理につきましては私

ども商工観光課になりますので、その辺との

調整を含めた上で早めに設置したいと考えて

おります。 

○丹野貞子議長 「10番鈴木英友議員」 

○10番（鈴木英友議員） ありがとうございます。

至ってシンプルな時計ということですけれど

も、要望として動物園にふさわしい、似合う

時計をお願いしたいと思います。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 庁舎に設置することも

踏まえて考えておりますので、動物園に設置

する場合には検討させていただきますが、庁

舎に建設する場合においては、ご意見のある

ような時計にならないかもしれません。 

○丹野貞子議長 「10番鈴木英友議員」 

○10番（鈴木英友議員） お互いの必要があるか
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と思うんですけれども、庁舎に設置するにし

ても、動物園、場所をどっちにするかですけ

れども、どっちに設置するにしても動物がそ

こにあるのは事実なんですから、そっちに重

きを置いてぜひ考えていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

   じゃあ次に、ふれあい広場の動物たちにつ

いて、ふれあい広場には、日よけの場所が必

要なんでないんですかという私の質問なんで

すけれども、先ほどの答弁では、それに対し

ては、答弁の中に必要だとか必要でないとか

何もなかったようなんですけれども、いかが

なんでしょうか。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 ふれあい広場の日よけ

場所につきましては、現段階での対応という

形で町長答弁させていただきましたが、固定

のものの設置というものは現在のところ考え

ておりませんが、テントによる日よけについ

ては、特に暑い日は、設置をして日除けにな

る場所を設けた上で触れ合いをしていければ

と思っております。 

○丹野貞子議長 「10番鈴木英友議員」 

○10番（鈴木英友議員） ありがとうございます。

それを聞いて、書いていたなと思いました。

固定でなくても、動物たちにとっても絶対日

陰というのは必要なんです。まして動物に優

しい動物園を売りにしているんですから、ぜ

ひそこは、動物にとっても暑いときは暑いん

です。考えていただきたいと思います。 

   次に、放鳥舎についてですけれども、山形

県の鳥インフルエンザの警戒レベルが３とい

うことで、それにのっとって河北町でも鳥イ

ンフルエンザの予防対策マニュアルをつくっ

て対応しているということなんですけれども、

私も大変勉強不足で申し訳ないんですが、警

戒レベルの見直しとか発表時期というのはい

つなんでしょうか。あと、今現在閉鎖中です

けれども、これはいつまで続くんでしょうか、

教えてください。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 鳥インフルエンザの発

表につきましては、環境省でまず発表いたし

ます。環境省で発表したエリアによって県で

は警戒レベルを設置いたしております。 

   現在、隣県で発生したことによる警戒レベ

ル３ということで、町では、これは動物園に

限ることではございますが、令和３年６月に

鳥インフルエンザのマニュアルを策定してお

ります。このマニュアルにつきましては、町

長答弁でもございましたように村山保健所、

それから、中央家畜保健衛生所からご指導を

いただきながら作成したものでございます。

そのマニュアルに従いまして、現在は警戒レ

ベル３ということで県から通知をいただいて

おるということから、警戒レベル３につきま

しては、放鳥舎を閉鎖することといたしてお

ります。解除につきましては、環境省でレベ

ルの解除がなった後に県からレベル３が解除

になった通知が参りますので、それを受けて

放鳥舎の施錠を解除するという流れになって

おります。 

○丹野貞子議長 「10番鈴木英友議員」 

○10番（鈴木英友議員） ですから、警戒レベル

の見直しについては環境省で、それはいつな

んですか。年に１回発表があるんですか。い

つ見直しなんですか。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○10番（鈴木英友議員） 待ってください。今の

レベル３で閉鎖中だというんですけれども、

それはいつまで続くんですか、分からないん

ですか。見直しはいつなんですか。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 鳥インフルエンザの感

染している鳥がどの場所で発見されて、それ

がＰＣＲ検査で高病原性鳥インフルエンザ症
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というのが確認された時点で発表されます。

解除というのが、感染する危険性がなくなっ

た時点で解除されます。したがいまして、い

つ発表される、いつ解除されるというのは、

その状況に応じて変わってきますので、例年

ですと冬に入る前、いわゆる渡り鳥による鳥

インフルエンザの感染が多く見受けられると。

解除されるのは、春から夏にかけてというの

がこれまでの経過の中では非常に多くなって

いるのかと思っております。 

○丹野貞子議長 「10番鈴木英友議員」 

○10番（鈴木英友議員） 分かりました。そうす

ると、私の認識違いだったかもしれませんけ

れども、結局、警戒レベルの見直しとか発表

時期というのは特に定まっていないというこ

とですよね。その状況に応じてなるというこ

となんですね。 

○丹野貞子議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 レベルの基準について

は定まっております。定まっている中で、確

認された時点でそれが、レベルが発表される

ということなので、その時期は定まっていな

いということです。レベルについての基準は、

もう常に定まっているという状況です。 

○丹野貞子議長 「10番鈴木英友議員」 

○10番（鈴木英友議員） 分かりました。そうす

ると、レベルについては定まっているけれど

も時期については分からないと。ですから、

今の段階では閉鎖中だけれども、閉鎖中とい

うのがいつまで続くか分からないということ

なんですね。分かりました。 

   じゃあ次に行きます。 

   町なかのにぎわいづくりですけれども、先

ほど町長の答弁では、河北町児童動物園、ど

んがホール、河北中央公園を核に町なかのに

ぎわいづくりを推進していくということがあ

りました。 

   ここで町長にお伺いしますけれども、河北

町児童動物園、どんがホール、河北中央公園

とあるわけですけれども、その真ん中にはど

んがホール、にぎわいづくりに対してこのど

んがホールには何を期待しておりますか。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 私は、どんがホールについては、

交流とコミュニティの場だと思っています。

午前中の質疑でもございましたけれども、と

りわけ中学生、高校生の利用、あと、子育て

世代の利用ももちろんありますけれども、今、

町で人口減少なり、あるいは中学生が魅力を

感じるまち、そして、とりわけ他町村から通

ってくる谷地高生にとっても魅力あるまちと

いうことでいえば、子育てはもちろんですけ

れども、中高生の居場所として、ある意味で

いうと、ステーションになり得る場としての

にぎわいづくりもありますけれども、にぎわ

いづくりの核とともに、なかんずくそこに私

はどんがホールのこれからの存在意義がある

と思っております。指定管理者には、そこを

私は期待しております。 

   あわせて、河北町児童動物園は、出会いと

動物を通した救護動物園ならではの動物との

触れ合いの場、身近で誰でもいつでも楽しん

でいただき来園できる場、そして、親まれや

すい役場の一つの顔にもなり得るとも思って

います。 

   あと、河北中央公園については、プラスア

ルファの答えになって申し訳ございません。

面的なにぎわいということでのご質問なので、

あえてどんがホールに限らず発言させていた

だいて答弁させていただいております。河北

中央公園については、本当に自由な、とりわ

け未就学児でも就学前、間もなく小学校入学

というお子さん、あと小学校、そういった方、

あと、社会人も含めていろんな世代の方々が

憩える場所として期待しております。 

   どんがホールにしても河北町児童動物園に
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しても河北中央公園にしても、町だけで魅力

づくりができるものではございません。近年

では、かほく地域創造青年会議、役場での一

日限りのうまいもの横丁、さらには河北中央

公園でのお花見横丁、様々な若者の新たなま

ちづくりへ情熱を持っている人たちが、あと

どんがホールも、マルシェも含めてあります。

ぜひそういった役場あるいは観光物産協会を

はじめとする関係機関、商工会、そして、そ

れぞれの施設を運営しているところ、そこと

町民の方々の様々な活動主体、そういったと

ころがしっかり連動してにぎわいづくりに向

けていく必要があると。どんがホールという

のは、子育てあるいはいろんなイベント会場

としてもありますけれども、これからの方向

性ということで考えると、くどいですけれど

も、中高生が時間を過ごせる場としての展開

を期待しているところです。 

○丹野貞子議長 「10番鈴木英友議員」 

○10番（鈴木英友議員） ありがとうございます。

今、町長がおっしゃったように、どんがホー

ルについては、特に中高生の若い人たちの場

所として中心に考えているということは、私

も賛成するところです。ただ、町内には年配

の人がいますし、私は、どんがホールはこの

町の情報発信基地だと思っているんです。い

ろんな意味で情報を発信していかなきゃいけ

ない。それは、どんがホールほどいい場所は

ないんです。ですから、そういう意味で、ど

んがホールもにぎわいづくりのそれこそ核の

中の核として、ますますもっと利用を高めて

いかなきゃいけないのかと思います。特に、

単純なことをいいますと、なぜこんなことを

私が申し上げたかというと、河北町児童動物

園がリニューアルオープンしたときにどんが

ホールは何もしていなかったんです。ちょっ

と寂しい思いをしたんです。そんなことがあ

るもんですから、ぜひにぎわいづくりの核と

して、町の情報発信基地として、もっとどん

がホールの建物の中でも外でも、やはりあそ

こがにぎやかでないと、どうも町の中心地で

すから何やっているのかなと思ってしまうと

ころもありますので、よく町外の人からも、

どんがホールで何やっとこなのやとか、何し

てんのと聞かれることもありますので、そこ

は、町としてもいろいろとアドバイスなり助

言をお願いしたいと思います。 

   次に、最後になりますけれども、河北中央

公園の魅力づくりについて、いろいろと考え

ていただいているのは分かるんですけれども、

ドッグランの設置に関しましては、様々な問

題があり検討すべき事項が多く、引き続き調

査検討を進めていくと、今現在も調査中であ

るという答弁なんですけれども、答弁の内容

は、令和５年９月の後、令和６年９月の答弁

と変わりないんです。今後検討を進めていき

ますということなんです。これまでの調査検

討状況はどのようなところまで進んでいるの

か、その辺はお分かりになりますでしょうか。

教えていただける範囲でお答えいただきたい

と思います。 

○丹野貞子議長 土方都市整備課長。 

○土方一郎都市整備課長 では、お答えします。 

   ドッグランの設置につきましては、まず、

場所ということでいろいろ検討してまいりま

した。場所が決まらないと規模が決まりませ

ん。規模が決まると、そちらに合わせたフェ

ンス等の設置の長さですとか必要な施設など

を鑑みて大体の予算を、どのぐらいが必要か

という積算などもしていく形になっていきま

す。それと並行してどの方が管理するのか、

愛犬家の方が団体をつくって管理してくれる

のかどうかということも検討しなければいけ

ません。または、町でどちらかに委託してや

っていくのかなど検討することが多々ありま

す。今のところ場所については、何か所か候
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補地はございましたが、まだ決めることがた

くさんある、どちらがいいのかというので今

検討調査している最中ということでお答えさ

せていただきたいと思います。 

   以上です。 

○丹野貞子議長 「10番鈴木英友議員」 

○10番（鈴木英友議員） そうすると、この件に

ついても、いつ頃をめどにというのはないわ

けですね。 

○丹野貞子議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 めどはつけておりません。場所

をどこにするかということと、今の課長答弁

にもありますけれども、もうご存じ、釈迦に

説法かもしれませんけれども、民設民営のも

のもあります。公設民営のものもあり得るで

しょう。そして、公設公営というものはある

のかどうか。町で全部直接運営というのはな

かなかかという、ハードルが高いと思ってい

ます。 

   したがって、先ほど課長の民間の愛犬家の

受皿、例えば河川敷でグラウンドゴルフ場と

かいろいろありますけれども、ゴルフ場は第

三セクターのスポーツセンターで運営をし、

あと、キャンプ的なところとかそういったと

ころは、町が公園として委託して管理してい

る。グラウンドゴルフ場は、グラウンドゴル

フの協会の方々が利用できる状態を協力して

いただいています。 

   そういったことも視野に入れて、つくった

けれども、二、三年は非常によかったけれど

も、あとどうなんだべねって、そんなに金か

かるのか。やっぱり続けていける形態という

ものを考えなければなりません。ドッグラン

に寄せる議員の期待、気持ちは受け取ってお

りますけれども、しっかり議論していく必要

があると。したがって、開設時期ありきで検

討はいたしておりません。十分検討してまい

ります。 

○丹野貞子議長 「10番鈴木英友議員」 

○10番（鈴木英友議員） 分かりました。検討を

重ねているということですけれども、情報公

開ではないんですけれども、いろんな方の意

見や情報を収集して進めていくというのも大

事だと思いますので、もし担当課、町の執行

部でも今検討しているさなか、こういうこと

についてはどうなんだとか、専門家の意見は

どうなんだとか、いろんなことがあるかと思

いますので、多角的に情報を集めて前に進め

ていっていただければありがたいと思います。 

   以上で私の質問を終わります。ありがとう

ございました。 

○丹野貞子議長 以上で、10番鈴木英友議員の一

般質問を終わります。 

   以上で本日の日程は全部終了しました。 

   明日６月10日は午前９時までご参集をお願

いします。 

   本日はこれをもって散会します。 

   お疲れさまでした。 

午後３時５５分  散 会 
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